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はじめに 

 

令和５年４月にこども家庭庁が発足し、国は「こども大

綱」において「こどもまんなか社会」を目指し、全てのこど

も若者が将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）

で生活を送れる社会を目指すことを掲げております。しか

し、全国的に少子化の加速、子育て家庭の孤立化や子育

てと仕事の両立の難しさ、さらにはこどもの貧困、いじめ

や虐待の問題が深刻化しております。                         

志免町では、令和２年の第２期『志免町子ども未来プラン（第２期子ども・子育て支援事

業計画）』において、未来を担う志免町のこどもたちの健やかな成長と保護者の子育てを支

援してまいりましたが、子育てを取り巻く新たな課題に向き合うため、次期計画となる『志

免町こども計画』を策定いたしました。 

「全てのこどもが希望をもって自分らしく笑顔で暮らせるまち」を基本理念として、「こど

もの健やかな育ちを支援する」、「安心して子育てができるよう子育て家庭を支援する」、

「こどもの視点に立った地域社会をつくる」、「若者の未来を支える」という基本目標を掲

げ、志免町に住むこどもたちの権利を尊重しながら、出産前から出産後にわたり、こどもと

子育て世帯をライフステージに応じ切れ目なく支援し、また未来を支える若者が希望を持

てる町を目指してまいります。 

最後に、計画の策定にあたりご審議をいただいた「志免町子ども・子育て支援事業計画

策定審議会」の委員の皆さまをはじめ、アンケートやパブリック・コメントでご意見をお寄せ

いただいた町民の皆さまにご協力を賜りましたこと心から感謝を申し上げます。 

 

令和７年３月 

 

志 免 町 長  世利 良末 

 
 



 

目 次  
 

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景及び趣旨 ･････････････････････････････････････････  １ 

２ 計画の位置づけ ･････････････････････････････････････････････････  ４ 

３ 計画の期間  ･････････････････････････････････････････････････････  ５ 

４ 計画の策定体制  ･････････････････････････････････････････････････  ５ 

 

第２章 こどもと子育て家庭を取り巻く現状 

１ 人口等の動向 ････････････････････････････････････････････････････   ７ 

２ 世帯数の推移  ･･･････････････････････････････････････････････････ １２ 

３ 就労環境  ･･･････････････････････････････････････････････････････ １４ 

４ アンケート調査結果に見るこども・若者の意識等･････････････････････ １７ 

５ アンケート調査結果に見る子育て支援ニーズ･････････････････････････ ２１ 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念  ･････････････････････････････････････････････････ ２９ 

２ 計画の基本方針 ･････････････････････････････････････････････････ ２９ 

３ 計画の基本目標と施策の体系 ･････････････････････････････････････ ３０ 

 

第４章 基本目標ごとの施策の展開 
 

１ こどもの健やかな育ちを支援する   ････････････････････････････････ ３１ 

（１）こどもの権利を守る取り組みの充実  ･･･････････････････････････ ３１ 

（２）こどもの成長・発達段階に応じた切れ目のない健康支援の充実  ･･･ ３４ 

（３）こどもの生きる力の育成に向けた取り組みの充実  ･･･････････････ ３６ 

（４）こどもの健全育成に関する取り組みの充実  ･････････････････････ ３８ 

（５）障がいのあるこどもへの切れ目のない支援の充実  ･･･････････････ ４０ 

（６）貧困の状況にあるこどもへの支援の充実  ･･･････････････････････ ４２ 

２ 安心して子育てができるよう子育て家庭を支援する  ･････････････････ ４３ 

（１）健康で安全な妊娠と出産のための支援の充実  ･･･････････････････ ４３ 

（２）子育てに関する情報提供と相談体制の充実  ･････････････････････ ４５ 

（３）男女がともに子育てできる環境整備 ･･･････････････････････････ ４７ 

（４）教育・保育事業や学童保育等支援体制の整備  ･･･････････････････ ４８ 

（５）ひとり親家庭等への支援の充実  ･･･････････････････････････････ ４９ 

３ こどもの視点に立った地域社会をつくる  ･･･････････････････････････ ５０ 

（１）こどもの視点に立った地域支援体制づくり  ･････････････････････ ５０ 

（２）こどもの年齢に応じた居場所づくり  ･･･････････････････････････ ５１ 

（３）こどもやこども連れにやさしいまちづくり ･････････････････････ ５３ 

（４）こどもの安全の確保 ･････････････････････････････････････････ ５４ 



 

目 次  
 

４ 若者の未来を支える  ･････････････････････････････････････････････ ５６ 

（１）若者の社会的・職業的自立への支援  ･･･････････････････････････ ５６ 

（２）結婚を希望する人への支援  ･･･････････････････････････････････ ５６ 

 

第５章 子ども・子育て支援事業計画 

１ 教育・保育提供区域の設定  ･･･････････････････････････････････････ ５７ 

２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保  ･････････････････････････ ５７ 

３ 教育・保育の一体的提供等の推進と円滑な利用の確保  ･･･････････････ ６１ 

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保  ･････････ ６３ 

 

第６章 計画を実現するために 

１ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革  ･･･････ ７９ 

２ 計画の推進体制  ･････････････････････････････････････････････････ ７９ 

３ 計画の進捗管理  ･････････････････････････････････････････････････ ７９ 

 

資料編  

１ 志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会条例  ･････････････････ ８１ 

２ 志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会委員名簿  ･････････････ ８３ 

３ 志免町子どもの権利条例  ･････････････････････････････････････････ ８４ 

 

 





 

 

 

 

 
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１章 

計画の概要 





                                            第１章 計画の概要 

 

 - 1 -  

    

１ 計画策定の背景及び趣旨 

 

近年、全国的な少子高齢化の進展に加え、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、共

働き家庭の増加等、こどもと子育て家庭を取り巻く環境の変化によって、子育て家庭の子育

てに対する負担や不安、孤立感が高まっており、こどもの育ちと子育てを社会全体で支援し

ていくことが求められてきました。本町においても、令和２年３月、それまでの第１期計画を見

直し、「志免町子ども未来プラン（第２期子ども・子育て支援事業計画）」（以下、「前計画」とい

う。）を策定し、引き続きこどもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援する環境整備を進め

てきました。 

しかし、前計画策定後も全国的な少子化はさらに進行し、労働力人口の減少や社会保障負

担の増加、地域社会の活力低下など将来的に社会・経済への影響を与える懸念のある課題が

深刻になっています。国では、こうしたこども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受けて、

こども基本法を令和４年６月に公布、令和５年４月に施行し、同法に掲げられたこども施策の

立案、実施を担う行政機関としてこども家庭庁が発足、令和５年１２月には「こども大綱」と

「こども未来戦略」が策定されました。 

こども大綱では、すべてのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せ

な状態 （ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すこと

が掲げられ、こども未来戦略では、基本理念の一つとして、すべてのこどもと子育て世帯をラ

イフステージに応じて切れ目なく支援していくことが掲げられています。 

そこで、本町においても、前計画が令和６年度で期間満了となることを契機に、こども基本

法とこども大綱を踏まえ、これまでの子ども・子育て支援施策にこどもの貧困対策や若者支

援施策を加えた「志免町こども計画」（以下、「本計画」という。）を新たに策定することとしま

した。 

 

「こども」と「子ども」の表記について 
我が国では、児童福祉法をはじめとする多くの法令で、18 歳未満の者を「児童」と定

義しており、それと同じ意味で「子ども」という表記が一般的に使われてきました。 
一方、こども基本法では、年齢に区切りを置かず、「心身の発達の過程にある者」を「こ

ども」と定義しています。 
本計画は、心身の発達の過程にある方すべてが支援の対象であることから、法令に根

拠がある語を用いる場合、固有名詞を用いる場合、他の語との関係で「こども」以外の
表記を用いる必要がある場合を除き、「こども」と表記します。 
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■令和元年度以降のこども・子育てに関する主な法律・計画等 

年度 法律・計画等 内    容 

令和元 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律一部改正 市町村に子どもの貧困対策計画の策定を努⼒義務化。 

児童福祉法及び児童虐待防止
法改正 

親権者等による体罰の禁止、虐待を⾏った保護者への児童相談所に
よる医学･⼼理学的知⾒に基づく指導の努⼒義務などを規定。 

幼児教育・保育の無償化 10月から開始。認可保育サービスや幼稚園、認定こども園の利⽤について
０〜２歳の住⺠税非課税世帯、３〜５歳の全世帯を対象に実施。 

子供の貧困対策に関する大綱 

すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会をめざし、親の妊娠・出産
期から子どもの社会的⾃⽴までの切れ目のない⽀援、⽀援が届かない
又は届きにくい子ども･家庭への配慮、地方公共団体による取組の充
実などを基本的な方針として、39 の指標の改善に向け取り組む。 

令和２ 新子育て安⼼プラン 

第２期市町村子ども・子育て⽀援事業計画の積み上げを踏まえ、保
育の受け皿（令和６年度末までに約14万人分）を整備。 
できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、⼥性 (25〜44歳)
の就業率の上昇に対応。 

令和３ こども政策の新たな推進体制に
関する基本方針 内閣官房に「こども家庭庁設置法案等準備室」を設置。 

令和４ 

こども家庭庁設置法 こどもが⼼⾝ともに健康かつ幸せに成⻑できるようサポートをするための
⾏政機関として「こども家庭庁」設置（令和５年４月１⽇）。 

こども基本法 
⽇本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全ての
こどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を
目指し、こども政策を総合的に推進することを目的とする。 

児童福祉法等の一部改正 

子育て世帯に対する包括的な⽀援のための体制強化等を⾏う。 
全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談⽀援等を⾏う「こど
も家庭センター」の設置を努⼒義務化。 
妊産婦・子育て世帯・こどもが気軽に相談できる⾝近な相談機関とし
て「地域子育て相談機関」を整備し、利⽤者⽀援事業の実施機関と
して位置づけ。 
新規事業を含めた一部事業を「家庭⽀援事業」として整理し、「地域
子ども・子育て⽀援事業」に位置づけ。 

令和5 

こども大綱 
従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成⽀援推進大綱」
及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一元化し、「こどもまんなか社
会」の実現を目指す。 

こども未来戦略 

若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安⼼して
子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、
若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の変更、こども・子育て
世帯の切れ目ない⽀援を⾏う。 
今後３年間の集中的な取組として、「こども・子育て⽀援加速化プラ
ン」を実施。 

こどもの居場所づくりに関する指
針 

こどもや若者の声を聴き、こどもや若者の視点に⽴った居場所づくりを推
進する。 

幼児期までのこどもの育ちに係る
基本的なビジョン（はじめの100
か月の育ちビジョン） 

全てのこどもの誕生前から幼児期までの約100か月にわたる育ちに焦
点を当て、生涯にわたるウェルビーイングの向上を目指すビジョン。 

放課後児童対策パッケージ 
放課後児童クラブの待機児童の解消を目指した新・放課後子ども総
合プランの目標達成は困難な状況にあるが、早期の152万人分の受
け皿整備の達成に向けて、令和5〜６年度に取り組む内容を明示。 
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年度 法律・計画等 内    容 

令和６ 

子ども・子育て⽀援法等の一部
改正 

こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実⾏す
るため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的⽀援の強化、全て
のこども・子育て世帯を対象とする⽀援の拡充、共働き・共育ての推進
に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て⽀
援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て⽀援
⾦制度を創設する。 

こどもまんなか実⾏計画2024 

こども大綱に示された６つの基本的な方針及び重要事項の下で進めて
いく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示した初めてのアク
ションプラン。 
こどもや若者の権利の保障に関する取組や、「加速化プラン」等の少子
化対策、こどもの貧困対策をはじめとする困難な状況にあるこどもや若
者・家族への⽀援に係る施策など、387の項目（含再掲）を提示。 

子ども・若者育成⽀援推進法 
改正 

ヤングケアラーを「家族の介護その他の⽇常生活上の世話を過度に⾏
っていると認められる子ども・若者」と定義し、国、⾃治体などが⽀援に
努めるべき対象に追加。 
子ども・若者の年齢を定義しないことで、18歳以上にも切れ目のない
⽀援が継続できるように配慮。 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律の改正 

「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に名称変更。 
こどもの貧困の解消に向けた対策は、「こどもの現在の貧困を解消する
とともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければなら
ない」こと及び「貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこども
がおとなになるまでの過程の各段階における⽀援が切れ目なく⾏われる
よう、推進されなければならない」ことを明記。 
ひとり親世帯の養育費受領率の向上を、貧困対策の指標の一つとして
設定。 

学校設置者等及び⺠間教育保
育等事業者による児童対象性
暴⼒等の防止等のための措置に 
関する法律（こども性暴⼒防止
法）制定 

こどもへの性被害を防止する目的で創設。いわゆる⽇本版DBS法とし
て、保育所や児童養護施設、障がい児施設、学校等において従事す
る人の性犯罪歴の確認が義務づけられ、性犯罪者の就労を事実上制
限する取組を令和８年度中に施⾏。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、こども基本法第１０条第２項の規定に基づく「市町村こども計画」として、子ど

も・若者育成支援推進法第９条第２項の規定に基づく「市町村子ども・若者計画」、こどもの貧

困の解消に向けた対策の推進に関する法律第１０条第２項の規定に基づく「市町村こどもの

貧困の解消に向けた対策についての計画」、次世代育成支援対策推進法第８条の規定に基づ

く「市町村次世代育成支援行動計画」、子ども・子育て支援法第６１条の規定に基づく「市町村

子ども・子育て支援事業計画」、さらには志免町子どもの権利条例第２５条に基づく「志免町

子どもの権利条例に基づく行動計画」を一体のものとした計画です。 

また、策定にあたっては、本町の最上位計画である「志免町総合計画」や、「志免町福祉総

合計画」をはじめとする各種関連計画との整合性を図りました。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

志免町総合計画

等

志免町福祉総合計画

志免町健康増進計画「健康しめ21」

志免町教育振興基本計画

志免町人権教育・啓発基本指針

志免町男女共同参画行動計画

ほか関連諸計画

国

児童福祉法

子ども・子育て支援法

福岡県こども計画

志免町こども計画

（本計画）

次世代育成支援対策

推進法

こどもの貧困の解消に

向けた対策推進法

等

福岡県

次世代育成支援行動計画

子ども・子育て支援事業計画

子ども・若者計画

こどもの貧困対策計画

健やか親子21

（第３次）

こども基本法

子ども・若者育成支援

推進法

母子及び父子並びに

寡婦福祉法

志免町子どもの権利条例に基づく行動計画
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（年度）
令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11

志免町子ども未来プラン
（第２期子ども・子育て⽀援事業計画）

志免町こども計画
（令和7年度〜令和11年度）

 

３ 計画の期間 

 

この計画は、令和７年度を初年度とし、令和１１年度を目標年度とする５か年計画としま

す。 

 

■計画の期間 

 

 
 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 

 

（１）志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会における審議 

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ、こどもに関する施策の

推進に係る検討を行うために、「志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会」におい

て審議を行いました。 

 

（２）子ども・子育て支援に関するアンケート調査の実施 

計画策定にあたり、子育てに関する実態や意識、ニーズなどを把握し、計画策定のた

めの基礎資料とする目的で、就学前児童及び小学生の保護者を対象に｢子ども・子育て

支援に関するアンケート調査｣を実施しました。 

 

●子ども・子育て支援に関するアンケート調査の実施概要 

 

 

調査時期 令和６年４月９日～令和６年４月 30 日 

調査対象者 
志免町在住の就学前児童・小学生の保護者から 

無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収（オンライン回答可） 

配布数 就学前 

児童の 

保護者 

1,500 件 
小学生の

保護者 

1,500 件 

有効回収数 587 件 673 件 

有効回答率 39.1％ 44.9％ 
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（３）子ども・若者の意識に関するアンケート調査の実施 

計画策定にあたり、こどもや若者が抱える不安・悩みや将来に関する考え・意識等を

把握し、計画策定のための基礎資料とする目的で、１６～３０歳のこども・若者を対象に

｢子ども・若者の意識に関するアンケート調査｣を実施しました。 

 

●子ども・若者の意識に関するアンケート調査の実施概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）子どもの生活実態に関するアンケート調査の実施 

計画策定にあたり、こどもの生活実態と家庭の所得等との関連性を把握し、計画策定

のための基礎資料とする目的で、小学６年生と中学３年生及びその保護者全員を対象に

｢子どもの生活実態に関するアンケート調査｣を実施しました。 

 

●子どもの生活実態に関するアンケート調査の実施概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）パブリックコメントの実施 

令和７年１月１５日から令和７年２月１４日まで計画案を公表し、それに対する町民から

意見を求めるパブリックコメントを行いました。 

調査時期 令和６年４月９日～令和６年４月 30 日 

調査対象者 志免町在住の 16～30 歳の人の中から無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収（オンライン回答可） 

配布数 1,000 件  

有効回収数  187 件 

有効回答率  18.7％ 

調査時期 令和６年４月９日～令和６年４月 30 日 

調査対象者 志免町在住の小学６年生と中学３年生及びその保護者全員 

調査方法 

学校を通じて配布・回収（オンライン回答可） 

ただし、町外の学校へ通学しているこどもと保護者について

は、郵送配布、郵送回収（オンライン回答可） 

配布数 
小学 

６年生 

454 件 
中学 

３年生 

474 件 

保護者 

928 件 

有効回収数 388 件 437 件 533 件 

有効回答率 85.5％ 92.2％ 57.4％ 



 

 

 

 

 
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

こどもと子育て家庭を取り巻く現状 
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１ 人口等の動向 

 

（１）人口の推移 

  ①人口構造 

本町の令和６年４月１日現在の総人口は、男性２２，４４６人、女性２３，９４２人の計   

４６，３８８人です。人口ピラミッドを見ると、４０代後半から５０代前半の人口が最も多く、

５歳未満の人口が最も少なくなっており、２０代の人口も３０代に比べ少なくなっている

ことから、今後さらに少子化が進むことが懸念されます。 

 

■人口ピラミッド（令和６年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

957

1,167

1,268

1,230

1,122

1,112

1,204

1,442

1,674

1,917

1,852

1,370

1,126

1,176

1,513

1,364

1,133

755

560

0 1,000 2,000 3,000

女性 23,942人

(人)1,020

1,254

1,285

1,327

1,095

1,085

1,104

1,413

1,681

2,033

2,009

1,384

1,101

1,064

1,207

1,063

741

398

182

01,0002,0003,000

   0-4

   5-9

 10-14

 15-19

 20-24

 25-29

 30-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 65-69

 70-74

 75-79

 80-84

 85-89

90歳～

男性 22,446人

(人)

総人口 46,388人
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②年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

令和２年以降の人口の推移を見ると、令和４年までは微増、その後は微減傾向に転じ

ています。 

年齢３区分別に見ると、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）と高齢者人口（６５歳以

上）は微増ないし横ばいとなっているのに対し、年少人口（１５歳未満）は減少の一途をた

どっていることから、少子化は着実に進行しています。 

また、少子化の進展に伴い、総人口に占める年少人口割合は低下を続けています。 

 

■年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

 

7,573 7,475 7,412 7,192 6,951

27,936 28,009 28,109 28,274 28,281

10,898 11,025 11,117 11,077 11,156

46,407 46,509 46,638 46,543 46,388

23.5% 23.7% 23.8% 23.8% 24.0%

16.3% 16.1% 15.9% 15.5% 15.0%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

高齢化率 年少人口割合

資料：住民基本台帳（各年４月1日現在）

（人）
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③ 本計画期間中における 11 歳以下の児童人口の推計 

令和２～６年の住民基本台帳の男女別各歳人口データに基づき、コーホート変化率法

によって本町の人口推計を行いました。 

そのうちの１１歳以下の児童人口の推計結果は以下のとおりで、令和６年実績で    

５，３５４人であったのが、５年後の令和１１年には４，７４０人となる見込みで、６１４人  

（１１．５％）の減少となっています。 

 
■11 歳以下の児童の各歳別人口推計結果 

 

352 362 358 355 351 345

326 365 376 372 369 365

429 328 367 378 374 371

425 429 327 366 377 373

445 426 430 328 367 378

485 439 420 424 324 363

491 479 433 415 419 320

485 491 479 433 415 419

461 483 489 477 431 413

499 461 483 489 477 431

505
497 459 481

487
475

451 505
497 459 481

487

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年

(人)

11歳

10歳

９歳

８歳

７歳

６歳

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

(推計)(実績)

5,354

4,740
4,8724,977

5,118
5,265
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④ 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率とは、１人の女性が出産可能とされる１５歳から４９歳までに産むこど

もの数の平均を指す指標です。 

本町の合計特殊出生率は、平成１０～１４年の１．５７まで低下を続け、その後は平成２０

～２４年の１．７７まで上昇が見られたものの、平成３０～令和４年には再び１．６３まで低

下しています。一貫して県平均よりも高い水準にはありますが、人口置換水準（人口が増

加も減少もしない均衡した状態になる合計特殊出生率の水準）である２．０７を大きく下

回って推移しています。 

 
■合計特殊出生率（ベイズ推定値）の推移 

 

 

1.63 

1.57 

1.65 
1.77 

1.75 
1.63 

1.45 

1.35 
1.31 

1.43 

1.50 

1.40 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

平成５～９年 平成10～14年 平成15～19年 平成20～24年 平成25～29年 平成30～令和４年

志免町

福岡県

資料：人口動態保健所・市区町村別統計の概況（人口動態統計特殊報告）
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（２）未婚率の推移 

２０～３９歳の男女の未婚率の推移を５歳階層別に見ると、平成２７年から令和２年にか

けて男性の３０～３４歳以外の区分でいずれもやや未婚率の低下が見られますが、依然とし

て高い割合となっており、晩婚化・非婚化の傾向が続いていることがうかがえます。 

 
■未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

84.9 86.3 83.7 
89.3 89.1 

47.9 49.5 
52.8 53.8 52.4 

25.9 26.2 26.9 28.6 27.0 

14.6 
19.5 19.0 19.3 17.7 

0

20

40

60

80

100

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

(%)
女性

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

資料：国勢調査

（各年10月1日現在）

89.3 90.7 90.3 92.2 91.1 

62.1 62.5 61.3 
65.8 

62.6 

37.6 38.5 
35.5 

38.8 39.3 

22.7 
27.1 28.0 27.9 26.9 

0

20

40

60

80

100

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

(%)

男性
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２ 世帯数の推移 

 

平成１２年から令和２年までの２０年間の一般世帯数（総世帯数から施設等の世帯数を

除いたもの）の推移は下図のとおりで、一貫して増加傾向が続いています。 

単独世帯及び核家族世帯の増加が続く一方、三世代家族等その他の世帯は減少が続い

ています。また、単独世帯の増加、三世代家族等その他の世帯の減少により、１世帯あたり

の人員数も減少が続いており、令和２年は２．４４人となっています。 

一方、平成２７年まで増加傾向にあった母子・父子世帯数は、平成２７年から令和２年に

かけて減少に転じており、令和２年では母子世帯３９６件、父子世帯４４件の計４４０件と

なっています（次ページ、「母子・父子世帯数の推移」参照）。 

 

■一般世帯数の推移 

 

2,619 3,401 4,186 4,653 5,832

8,744
9,642

10,781
11,379

11,7881,710
1,759

1,635
1,541

1,365

13,073
14,802

16,602
17,573

18,985

2.89 
2.74 

2.62 2.58 
2.44 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

単独世帯 核家族世帯 その他の世帯 １世帯あたり人員

資料：国勢調査

（人）
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■母子・父子世帯数の推移 

 

322
381 402

442
396

35

38
40

48

44357

419
442

490

440

0

100

200

300

400

500

600

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯 父子世帯

資料：国勢調査  
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３ 就労環境 

 

（１）女性の年齢階層別労働力率※ 

女性の労働力率を年齢階層別にグラフ化すると、我が国では下のグラフに見られるよ

うないわゆる「Ｍ字カーブ」を描くのが一般的です。３０代前半での労働力率の低下は、

出産や育児による就労率の減少を、４０代前半からの増加は、再就職等による就労率の

上昇を示していると考えられます。 

全国的には解消に向かっているとされる「Ｍ字カーブ」ですが、本町においても、令和

２年の「Ｍ字カーブ」は、平成２７年のそれに比べると、全体に労働力率が上昇し、かなり

緩やかになっていることが分かります。ただし、県に比べると、２０代後半から３０代前半

の労働力率はやや低くなっています。 

※労働力率：人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

 

■女性の年齢階層別労働力率の推移と県との比較 

 

74.0 

85.8 

78.9 77.8 

80.9 82.0 

80.1 

74.8 

61.1 

79.4 80.4 

75.4 
77.0 

80.2 

83.7 

81.2 

74.8 

61.3 

74.5 

74.8 

67.5 68.0 

75.4 

80.2 

76.5 

67.9 

50.4 

40

50

60

70

80

90

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

(％)

(歳)

福岡県（令和2年）

志免町（令和2年）

志免町（平成27年）

資料：国勢調査（各年10月1日現在）
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 （２）母親の就労状況 

アンケート調査の結果から母親の就労状況を見ると、就学前児童の母親で７２．０％、

小学生の母親で８４．４％の人が働いており、いずれも平成３０年度調査結果に比べ割合

が高くなっています。 

また、現在就労していない母親についても、就学前児童の母親で３３．１％、小学生の

母親で５４．７％の人が「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と考えていることが

わかります。 

 

■母親の就労状況（平成 30 年度調査結果との比較） 

47.0 

34.9 

41.2 

32.6 

25.0 

29.5 

43.2 

44.7 

26.0 

30.4 

12.9 

17.2 

1.2 

3.5 

1.2 

3.4 

0.8 

1.6 

1.5 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童の母親（R6）

N=589

就学前児童の母親（H30）

N=1,406

小学生の母親（R6）

N=673

小学生の母親（H30）

N=961

フルタイムで就労している
パート・アルバイト等で就労している
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
無回答

 
 

資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 

 
 

■現在働いていない母親の就労希望（令和 6 年度） 

13.1 

23.2 

53.1 

20.0 

33.1 

54.7 

0.6 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童の母親

N=160

小学生の母親

N=95

子育てや家事などに専念したい
一番下のこどもが大きくなったら就労したい
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい
無回答

 
 

資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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 （３）育児休業の取得状況 

アンケート調査の結果から、未就学児の保護者の育児休業の取得状況を見ると、｢取得

した（取得中である）」と回答した人は、母親で５５．５％（無回答と働いていなかった人を

除くと８５．６％）、父親で１６．３％（無回答と働いていなかった人を除くと１７．８％）とな

っています。平成３０年度調査結果に比べると、いずれも取得率は上昇していますが、父

親の取得率は依然として低調です。 

 

■就学前児童の保護者の育児休業の取得状況（平成 30 年度調査結果との比較） 
 

55.5 

36.7 

16.3 

2.2 

9.3 

11.5 

75.2 

88.9 

34.5 

50.6 

2.0 

0.9

0.7 

1.2 

6.5 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（R6）

N=589

母親（H30）

N=1,406

父親（R6）

N=589

父親（H30）

N=1,406

取得した（取得中である）
取得していない
働いていなかった
無回答

 
資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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４ アンケート調査結果に見るこども・若者の意識等 

 

（１）幸福度と将来の明るい希望の有無 

今、自分は幸せだと思うかという問いに対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」

と回答した本町のこども・若者の割合は８８．３％を占めており、「どちらかといえばそう

思わない」「そう思わない」と回答したこども・若者は１０．１％となっています。 

一方、将来には明るい希望があると思っているかという問いに対し、「そう思う」「まあ

そう思う」と回答した本町のこども・若者の割合は６９．１％で、２８．２％のこども・若者は

「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答しています。 

 

■今、自分が幸せだと思うか 

44.7 

41.0 

49.0 

43.6 

45.8 

41.2 

6.9 

6.0 

7.8 

3.2 

6.0 

1.0 

1.6 

1.2 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=188

男性

N=83

女性

N=102

そう思う
どちらかといえば、そう思う
どちらかといえば、そう思わない
そう思わない
無回答

 
資料：子ども・若者の意識に関するアンケート調査結果 

 

 

 ■将来には明るい希望があると思っているか 

25.5 

24.1 

27.5 

43.6 

44.6 

44.1 

21.8 

22.9 

19.6 

6.4 

7.2 

5.9 

2.7 

1.2 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=188

男性

N=83

女性

N=102

そう思う まあそう思う
あまりそう思わない そう思わない
無回答

 
資料：子ども・若者の意識に関するアンケート調査結果 
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（２）小中学生の悩みや心配ごと 

悩みや心配ごととして、最も回答割合が高かったのは、小中学生ともに「勉強や成績の

こと」（小学生：３３．５％、中学生：５５．４％）で、「将来の進路のこと」（小学生：２８．０％、

中学生：４７．５％）がそれに続いています。 

「とくに悩みや心配ごとはない」と回答した中学生は１６．１％で、小学生の３９．６％に

比べ２３．５ポイント低くなっています。 

 

 ■悩みや心配ごとがあるか 

33.5 

28.0 

16.1 

15.0 

12.4 

6.1 

5.8 

5.5 

3.4 

2.4 

2.1 

1.1 

0.8 

2.4 

39.6 

6.9 

55.4 

47.5 

9.9 

11.8 

7.0 

3.9 

5.5 

3.9 

0.2 

1.9 

1.2 

0.2 

0.0 

1.0 

16.1 

19.3 

0% 20% 40% 60% 80%

勉強や成績のこと

将来の進路のこと

自分の性格のこと

顔かたちやスタイルのこと

友達のこと

家庭・家族のこと

学校生活のこと

おこづかいのこと

いじめのこと

異性のこと

性やからだのしくみのこと

SNS上のトラブル

体罰

その他

とくに悩みや心配ごとはない

無回答

小学６年生
N=379

中学３年生
N=415

 
資料：子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 
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（３）こども・若者が悩んでいることや困っていること 

「悩んでいることや困っていることはない」と回答したこども・若者は２３．４％で、４人

に３人は何らかの悩みごとや困りごとがあるということになります。 

悩んでいることや困っていることとして最も多かったのは、「将来のこと」（４９．５％）

で、「就職や職場のこと」（３１．９％）、「家計のこと」（２３．９％）がそれに続いています。 

 

 ■自分自身について悩んでいることや困っていること 

49.5 

31.9 

23.9 

13.3 

9.6 

7.4 

6.9 

6.9 

5.3 

4.3 

2.1 

0.0 

3.7 

23.4 

2.1 

0 20 40 60

将来のこと

就職や職場のこと

家計のこと

体のこと

性・恋愛のこと

配偶者（パートナー）のこと

親（保護者）のこと

友人のこと

学校生活のこと

親（保護者）、配偶者（パートナー）

以外の家族のこと

家族のお世話や介護のこと

ＬＩＮＥ・Ｘ（旧ツイッター）・

インスタグラムなどＳＮＳ上のこと

その他

悩んでいることや困っていることはない

無回答

%

N=188

 
資料：子ども・若者の意識に関するアンケート調査結果 
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（４）こども・若者の支援について取り組んでほしいこと 

こども・若者への支援について、取り組んでほしいこととしては、「生活が苦しいこども

や家庭を支援する」が４５．７％と最も多くなっており、以下、「若者が就職したり、働き続

けられるよう取り組む」（４４．１％）、「就職支援や雇用環境の整備を充実する」（４１．０％）、

「虐待を受けている人、虐待を受けたことのある人を支援する」（３９．４％）があまり変わ

らない割合で続いています。 

 

 ■こども・若者の支援について取り組んでほしいこと 

45.7 

44.1 

41.0 

39.4 

31.4 

31.4 

26.6 

26.6 

26.1 

25.5 

25.0 

16.5 

14.9 

12.2 

4.3 

4.8 

5.3 

0 20 40 60

生活が苦しいこどもや家庭を支援する

若者が就職したり、

働き続けられるよう取り組む

就職支援や雇用環境の整備を充実する

虐待を受けている人、

虐待を受けたことのある人を支援する

こども・若者がほっとできる居場所を充実する

学校に行けない人、社会に出られない人が

自立できるよう支援する

学校の教育を充実する

結婚を考える若者が結婚できるよう支援する

こども・若者の非行や犯罪の防止に取り組む

こども・若者が悩みごとや困りごとを

相談できる窓口を充実する

こども・若者が参加しやすい

イベントなどの情報を提供する

こども・若者が地域の活動に

参加するきっかけを作る

こども・若者が自分の意見を

発表できる場を作る

こども・若者がボランティア活動を

できるよう支援する

その他

取り組んでほしいことは特にない

無回答

%

N=188

 
 資料：子ども・若者の意識に関するアンケート調査結果 
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５ アンケート調査結果に見る子育て支援ニーズ 

 

（１）子育てに関する悩み 

子育てに関する悩みと最も回答割合が高かったのは、就学前児童の保護者では「子育

てと仕事の両立について」（42．8％）、小学生の保護者では「こどもの教育に関して」

（40．1％）で、第２位には、いずれも「経済的負担について」（就学前：４２．３％、小学生：

３９．４％）があがっています。また、就学前の第３位には、「食事や栄養について」（３５．７

％）、小学生の第３位には「子育てと仕事の両立について」（２９．１％）が続いています。 

 

■子育てに関する悩みはあるか（上位 15 項目） 

42.8 

42.3 

35.7 

31.9 

26.8 

19.7 

14.3 

12.9 

8.1 

7.0 

5.1 

4.2 

3.7 

3.4 

3.2 

29.1 

39.4 

20.4 

40.1 

21.2 

15.6 

10.1 

14.1 

8.3 

6.1 

0.7 

5.1 

3.6 

11.7 

3.3 

0% 20% 40% 60%

子育てと仕事の両立について

経済的負担について

食事や栄養について

こどもの教育に関して

病気や発育、発達について

しかりすぎているような気がする

やりたいことが十分にできない

こどもとの時間がとれない

配偶者の協力が少ない

配偶者以外子育ての協力者がいない

保育サービス等の利用方法等がわからない

配偶者と子育ての意見があわない

こどもに手をあげたり暴言を言ってしまう

いじめ等友だちづきあい

話し相手や相談相手がいない

就学前児童の保護者
N=589

小学生の保護者
N=673

 
資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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（２）こどもを取り巻く環境の中で特に問題だと思うこと 

こどもを取り巻く環境の中で特に問題だと思うこととしては、就学前児童の保護者、

小学生の保護者ともに、｢交通事故や犯罪など危険になった」が最も多く（就学前：60．1

％、小学生：５９．７％）、以下、「インターネットなどで情報があふれすぎている」（就学前：

５２．1％、小学生：５５．９％）、「ＳＮＳによるトラブルが増えた」（就学前：３９．９％、小学

生：３３．６％）、「戸外で遊ぶことが少なくなった」（就学前：２２．９％、小学生：３２．１％）と

続いています。 

 
■こどもを取り巻く環境の中で特に問題だと思うこと 

60.1 

52.1 

39.9 

22.9 

15.1 

13.1 

10.4 

10.4 

10.4 

10.4 

9.2 

7.3 

2.7 

2.0 

6.1 

0.8 

59.7 

55.9 

33.6 

32.1 

19.2 

10.5 

9.7 

7.4 

10.4 

13.7 

12.8 

10.4 

8.0 

2.5 

2.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

交通事故や犯罪など危険になった

インターネットなどで情報があふれすぎている

ＳＮＳによるトラブルが増えた

戸外で遊ぶことが少なくなった

ものがあふれすぎている

地域で子育てに関わることが少なくなった

家庭が過保護、過干渉になった

世代間の交流が少なくなった

いろいろな体験機会が減った

自然が少なくなった

友だちと遊ぶことが少なくなった

塾や習い事で時間的な余裕がなくなった

スポーツをしなくなった

その他

特にない

無回答

就学前児童の保護者
N=589

小学生の保護者
N=673

 
資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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（３）こどもとの外出の際、困ること・困ったこと 

こどもとの外出の際、困ること・困ったことについては、「歩道が狭かったり、段差があ

ること」が６０．８％と特に多く、「トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていない

こと」（33.8％）、「歩道や信号がない通りが多いこと」（33.4％）、「ベビーカーでの移動

に配慮されていないこと」（32.8％）がほぼ同じ割合で続いています。 

 
■こどもとの外出の際、困ること・困ったこと（就学前児童の保護者） 

60.8 

33.8 

33.4 

32.8 

25.5 

18.5 

4.6 

10.2 

2.4 

0 20 40 60 80

歩道が狭かったり、段差があること

トイレがオムツ替えや親子での利用に

配慮されていないこと

歩道や信号がない通りが多いこと

ベビーカーでの移動に配慮されていないこと

暗い通りや見通しのきかないところが多いこと

授乳する場所や必要な設備がないこと

その他

特に困ること・困ったことはない

無回答

%

N=589

 
 資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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（４）町内にあったらよいと思うこどもの遊び場所 

町内にあったらよいと思うこどもの遊び場所については、就学前児童の保護者、小学

生の保護者ともに、「雨の日でも自由に遊べる、室内型の遊び場」が最も多く（就学前： 

７９．５％、小学生：６６．３％）、就学前の第２位には「複合遊具がある公園」（５３．７％）、小

学生の第２位には「ボール遊び等ができる、広場・公園」（４３．７％）があがっています。 

 
■町内にあったらよいと思うこどもの遊び場所 

79.5 

53.7 

26.1 

14.8 

3.1 

2.7 

0.3 

66.3 

36.0 

43.7 

14.7 

5.3 

5.6 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雨の日でも自由に遊べる、室内型の遊び場

複合遊具がある公園

ボール遊び等ができる、広場・公園

自然が残されている公園

その他

特にない

無回答

就学前児童の保護者
N=589

小学生の保護者
N=673

 
 資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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（５）子育てをするうえで、近所や地域に望むこと 

子育てをするうえで、近所や地域に望むこととしては、就学前児童の保護者、小学生の

保護者ともに「こどもが危険な目に遭いそうなときは手助けや保護をしてほしい」が最も

多く（就学前：７５．９％、小学生：７７．０％）、以下、「こどもが良くないことをしているの

を見かけたときは、注意してほしい」（就学前：４２．４％、小学生：５０．７％）、「出会った時

に気軽に声をかけあうなど、こどもにかかわってほしい」（就学前：３２．１％、小学生：２５．０

％）と続いています。 

 
■子育てをするうえで、近所や地域に望むこと 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 

 

75.9 

42.4 

32.1 

15.3 

9.5 

8.1 

3.6 

11.0 

0.5 

77.0 

50.7 

25.0 

11.0 

5.2 

7.7 

3.0 

11.4 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こどもが危険な目に遭いそうなときは

手助けや保護をしてほしい

こどもが良くないことをしているのを

見かけたときは、注意してほしい

出会った時に気軽に声をかけあうなど、

こどもにかかわってほしい

緊急の用事などの時に

一時的にこどもをあずかってほしい

育児などで困ったことがあった場合には

相談に乗ってほしい

こどもを対象とした遊びや

活動などにかかわってほしい

その他

特にない

無回答

就学前児童の保護者
N=589

小学生の保護者
N=673
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（６）子育てと仕事の両立支援として、企業に期待すること 

子育てと仕事の両立支援として企業に期待することとしては、「こどもが病気やけがを

したときに休暇を取りやすい環境をつくる」という回答割合が８４．６％と最も高く、「妊

娠中や育児期間中の勤務を軽減する（フレックスタイム制度や短時間勤務制度など）」が

６６．９％でそれに続いています。 

 
■子育てと仕事の両立支援として、企業に期待すること（就学前児童の保護者） 

84.6 

66.9 

54.0 

53.0 

52.0 

40.9 

5.8 

3.4 

1.2 

0 20 40 60 80 100

こどもが病気やけがをしたときに

休暇を取りやすい環境をつくる

妊娠中や育児期間中の勤務を軽減する

（フレックスタイム制度や短時間勤務制度など）

子育てと仕事の両立に向け、

職場内の理解を深めるための啓発を行う

育児休業制度・再雇用制度などを整備するとともに、

制度を利用しやすい環境をつくる

男性が育児休業制度を利用しやすくするなど、

子育てに男性が参加できる環境をつくる

事業所内に保育施設を設置する

その他

特にない

無回答

%

N=589

 
 資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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（７）こどもを健やかに生み育てるために、国・県・町に期待すること 

こどもを健やかに生み育てるために、国・県・町に期待することとしては、就学前児童

の保護者、小学生の保護者ともに、｢保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、子育

てのための経済的支援をする」が最も多く（就学前：７７．９％、小学生：６３．０％）、以下、

「こどもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進める」（就学前：51．4％、小学生：

52．2％）、「学童保育所のほかにも、こどもの放課後の居場所を増やす」（就学前：41．4

％、小学生：35．8％）、「仕事と子育ての両立しやすい環境づくりについての企業への啓

発を進める」（就学前：40．2％、小学生：28．7％）と続いています。 

 
■こどもを健やかに生み育てるために、国・県・町に期待すること（上位 14 項目） 

77.9 

51.4 

41.4 

40.2 

35.0 

34.8 

22.9 

21.9 

21.6 

18.8 

18.7 

14.6 

14.4 

12.9 

63.0 

52.2 

35.8 

28.7 

14.6 

23.3 

29.7 

22.4 

19.9 

18.1 

13.5 

19.2 

21.4 

15.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、

子育てのための経済的支援を充実する

こどもを事故や犯罪の被害から

守るための対策を進める

学童保育所のほかにも、

こどもの放課後の居場所を増やす

仕事と子育ての両立しやすい環境づくり

についての企業への啓発を進める

延長保育などいろいろなニーズに合った

保育サービスをより充実する

母子保健サービスやこどもの

救急医療の体制の整備を進める

地域でこどもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会を増やす

虐待防止など、

こどもの人権を守る取り組みを進める

こどもの発達、気になる情緒や

行動に関する支援をより充実する

子育てに役立つ知識や情報を

得ることができる機会を増やす

道路や施設などの

バリアフリー化を進める

ヤングケアラーを早期に発見し、

適切な支援につなげる取り組みを進める

こども食堂や学習支援の場を増やす

ひとり親家庭などそれぞれの家庭の

あり方に応じた子育て支援をより充実する

就学前児童の保護者
N=589

小学生の保護者
N=673

 
 資料：子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果 
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１ 計画の基本理念 

 
こども大綱が実現を目指す「こどもまんなか社会」とは「全てのこども・若者が、日本国憲法、

こども基本法及びこどもの権利条約の精神に則り、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等

にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって

幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会」を指します。 

こどもが幸せな状態で暮らせるまちは大人にとっても幸せなまちです。また、志免町に暮

らすこどもたちが、自己肯定感をもちながら健やかに成長し、未来を築いていくことは、未来

の志免町の大きな希望でもあります。そのため、この計画では、今を生きる、未来を生きる全

てのこどもが生まれ育った環境に左右されることなく、希望をもって心身ともに健全に成長

でき、自分らしく幸せな状態＝笑顔で暮らせるまちの実現を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 計画の基本方針 

 
こども大綱におけるこども施策に関する基本的な方針を踏まえ、本計画では、以下の５点

を基本方針とします。 

 

  １．こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、

こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

２．こどもや若者、子育て当事者の視点を大切にし、その意見を尊重する 

３．こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する 

４．良好な成育環境を確保し、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする 

５．若い世代が子育てを楽しめるよう、子育てをみんなで支える社会づくりに取り組む 

 

全てのこどもが希望をもって自分らしく笑顔で暮らせるまち 
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３ 計画の基本目標と施策の体系 

 
本計画では、基本理念実現のため、①こども、②子育て家庭、③地域社会、④若者という視

点から設定した４つの基本目標と、その目標達成のために必要な施策項目を掲げ、施策の体系

としました。 

 

（１）こどもの権利を守る取り組みの充実

（２）こどもの成長・発達段階に応じた
　　　　　　切れ目のない健康支援の充実

（３）こどもの生きる力の育成に向けた取り組みの充実

（４）こどもの健全育成に関する取り組みの充実

（５）障がいのあるこどもへの切れ目のない支援の充実

（６）貧困の状況にあるこどもへの支援の充実

（１）健康で安全な妊娠と出産のための支援の充実

（２）子育てに関する情報提供と相談体制の充実

（３）男女がともに子育てできる環境整備

（４）教育・保育事業や学童保育等支援体制の整備

（５）ひとり親家庭等への支援の充実

（１）こどもの視点に立った地域支援体制づくり

（２）こどもの年齢に応じた居場所づくり

（３）こどもやこども連れにやさしいまちづくり

（４）こどもの安全の確保

（１）若者の社会的・職業的自立への支援

（２）結婚を希望する人への支援

基本目標達成のために必要な主要施策基本目標

全
て
の
こ
ど
も
が
希
望
を
も
っ
て
自
分
ら
し
く
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
ま
ち

２ 安心して子育てが
できるよう子育て
家庭を支援する

３ こどもの視点に
立った地域社会
をつくる

４ 若者の未来を支える

基本理念

１ こどもの健やかな
育ちを支援する
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１ こどもの健やかな育ちを支援する 

 
（１）こどもの権利を守る取り組みの充実 

平成１９年４月に「志免町子どもの権利条例」が施行されて既に１７年あまりが経過しまし

た。しかし、アンケート調査の結果を見ると、条例の内容をある程度知っている人の割合は、

就学前児童の保護者で７．８％、小学生の保護者で１８．１％、１６～３０歳の町民で１７．０％

となっており、未だその理解が十分に浸透したとは言えない状況にあります。町では、こど

もの権利に関する周知・啓発はもとより、こどもの権利相談体制の充実を図り、児童虐待や

いじめ等による人権侵害の防止と被害を受けたこどもや不登校のこどもの支援に取り組ん

でおり、今後もその充実に努めます。 

また、権利の主体たるこども・若者には、自由に意見表明し、それが反映される権利が保

障されなくてはなりません。こども基本法では、こども施策に対するこども等の意見反映の

措置を取ることが義務付けられています。本町では、平成２４年４月から「志免町みんなの参

画条例」が施行されており、こどもにも参画の権利が保障されていますが、実際にこどもの

意見が反映される機会は限られています。今後は、こども家庭庁が取り組んでいる「こども

若者★いけんぷらす」や「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」に基づき、こ

ども・若者の意見表明ができる機会を確保し、町政に反映できる仕組みづくりに取り組みま

す。 

なお、近年こどもの権利に関連し、ヤングケアラーの存在が問題となっています。子ども・

若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認

められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努める

べき対象としています。ケアが日常化・長期化することにより、遊びや勉強、進学・就職の準

備等の時間が失われたり、身体的・精神的に重い負担がかかる状態は、こども・若者の健や

かな成長や社会的自立の妨げとなったりします。 

ヤングケアラーの問題は、本人や家族が自覚していないことも多く、顕在化しづらいこと

を念頭に置いた上で、こどもや家族の思いに寄り添いながら、関係機関が連携してヤングケ

アラーを早期に把握し、適切な支援につなげていきます。 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

1 

こどもの権利の

周知と理解を広

める意識啓発の

推進 

広報やホームページ、ＳＮＳへの掲載をはじめ、パン

フレットの配布やイベント等を行い、こどもの権利の周

知と理解を広める意識啓発の取り組みを進めます。 

また、地域活動を行っている団体や社会体育・教育

団体、公民館や民生委員等への出前講座や啓発を行い

ます。 

子育て支援課 

2 

児童虐待防止に

向けた支援の充

実 

産婦健康診査や乳児家庭全戸訪問などの事業を通

じて、産後の母の心身の状態や養育環境の状況、育児

の困り感などを把握するとともに、子育てに関する相

談、情報提供などを行い、児童虐待の未然防止を図り

ます。 

子育て支援課 

虐待、養育困難等に対応して迅速で適切な保護・指

導を図るため、保育機関、教育機関、保健医療機関、民

生委員・児童委員等の連携を強化します。 

また、関係各課による実務者会議や志免町虐待等防

止ネットワーク会議を定期的に実施し、情報の共有を

行いながら早期発見、早期対応に努めます。 

子育て支援課

学校教育課 

福祉課 

まちの魅力推進課 

３ 
体罰等によらな

い子育ての推進 

令和元年の児童福祉法改正により体罰の禁止が法

定され、令和４年の民法の一部改正によって親から子

への懲戒権規定も削除されました。体罰等によらない

子育てを拡げるため、子育てに関する相談体制を充実

し、みんなで育児を支える社会づくりを推進します。 

子育て支援課

学校教育課 

４ 
いじめの防止と

解消 

「志免町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防

止、正確な認知等の取り組みを推進します。 

また、いじめ問題対策連絡協議会や町いじめ問題専

門委員会を定期的に開催し、いじめ問題に関する対策

と現状について学校、教育委員会、関係機関で情報交

換します。 

学校教育課 

ＳＮＳ等を介したいじめ等のトラブルの未然防止やイ

ンターネット等の適正な利用を推進するために児童生

徒が主体的にルール、マナーを学ぶ取り組み、情報モラ

ル等を身に付けさせる指導の充実、家庭でのスマート

フォンのルールづくりなどを推進します。 

学校教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

５ 
こどもの権利相

談の充実 

こどもの権利救済に関する相談等を充実するため、

 「子どもの権利相談室」を運営します。 
子育て支援課 

こども家庭センターや教育相談室等の相談に関係す

る機関と連携し、虐待やいじめ等の被害にあったこど

もの状態に応じた対応や、保護者に対する助言、訪問

や相談等のきめ細やかな支援の実施に努めます。 

子育て支援課 

福祉課 

学校教育課 

生活安全課 

６ 
ヤングケアラー

の啓発と支援 

こどもや保護者、教職員や地域住民に対して、ヤング

ケアラーについての啓発活動を行います。 

また、学校等との情報共有に努め、本来大人が担う

と想定されている家事・育児・介護等を日常的に行って

いるヤングケアラーの早期発見に努め、関係機関等と

連携し、支援の充実を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

福祉課 
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（２）こどもの成長・発達段階に応じた切れ目のない健康支援の充実 

こどもの健やかな育ちを確保するためには、こどもの成長・発達段階に応じた切れ目のな

い健康支援が重要です。本町では、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない健康支援を

行えるよう、こども家庭センターを設置して、妊娠期の母子健康手帳の交付から子育て期の

乳幼児健診や育児相談まで、継続的に寄り添った支援を行っています。 

また、学童期には、学校保健安全法に基づく健康診断を実施するとともに、児童生徒の心

身の健全な発達のため、安全・安心で美味しく、栄養バランスの取れた学校給食の提供と給

食を通じた食育を推進しています。 

さらに、思春期はこどもから大人になる転換期であり、この時期の様々な問題とそれに対

する対応が、将来の結婚生活や健康に大きな影響を与えることから、生涯にわたる健康づ

くりの基盤として、また次代のこどもを生み育てる準備期間としても非常に重要な時期で

す。家庭の問題や自らの学業、学校環境、課外活動、人間関係などから発生する悩みやスト

レスに対処できる心の健康づくりも極めて重要で、こどもたちが健やかに思春期をおくれ

るよう、家庭、学校、地域等が連携して、人権尊重の精神に基づいた性教育や思春期健康教

育の充実を図ります。 

なお、糟屋地区での在宅当番医や夜間休日の二次救急医療等の地域医療体制と、こども

の医療費助成制度については、今後も継続・維持に努めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

７ 
こども家庭セン

ター事業の推進 

妊娠・出産・子育てについての総合相談窓口として妊

娠届出時の面接相談、妊産婦や乳幼児に対する定期的

な健康診査、生後４か月までの家庭への全戸訪問等、

妊娠から出産、子育てまで切れ目なく保健サービスの

提供と保健師等による専門的な相談支援を行います。 

子育て支援課 

８ 
乳幼児健康診査

の実施 

乳幼児健康診査、相談の充実を図るとともに、未受

診者等、特に対応が必要な親子に対しては訪問等によ

り保健指導を行います。 

子育て支援課 

９ 

健康診査後のフ

ォロー体制の充

実 

関係機関との連携を図り、心理相談や教室での経過

観察等健康診査後のフォロー体制を充実して、早期受

診や支援に努めます。 

子育て支援課 

１０ 

予防接種に関す

る正しい理解の

促進 

予防接種の必要性と安全性の周知を健康診査、健康

相談の場や広報、ホームページ等を活用して行います。 

子育て支援課 

健康課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

1１ 
こどもの歯の健

康づくりの支援 

各種教室、健康診査、フッ素塗布時においてむし歯

予防意識の向上や食生活の改善等、日常の育児の中で

の歯の健康づくりを支援します。 

子育て支援課 

1２ 
学校における健

康診断の実施 

学校保健安全法に基づき、各学校において、児童生

徒の健康診断を実施します。 
学校教育課 

1３ 食育の推進 

こどもの心身の健全な成長を支える食生活について

「早寝・早起き・朝ごはん」の基本的生活習慣の習得や

給食を通してこども自身が健康のための食事について

考える「食育」を推進します。 

健康課 

学校教育課 

1４ 
思春期健康教育

や性教育の充実 

小・中学校を通して、「命」の大切さや思春期の心と

体について学ぶため、道徳、保健の時間等を利用し、教

育を行います。 

学校教育課 

子育て支援課 

小・中学校の保健の時間や特別活動での学習を中心

に、薬物や喫煙、飲酒等についての正しい知識の習得

に向けた教育を計画的に実施します。 

また、中学校においては、性に関する正しい知識の

習得など、性教育の充実を図ります。 

学校教育課 

1５ 
広域での地域医

療体制の維持 

医師会や消防署等関係機関の連携により迅速な対

応ができるよう、糟屋地区での在宅当番医や夜間休日

の二次救急医療等の地域医療体制を継続していきま

す。 

健康課 

1６ 
こども医療費助

成の継続 

こどもの医療費自己負担軽減のために、医療費助成

を継続します。 
住民課 
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（３）こどもの生きる力の育成に向けた取り組みの充実 

これからの社会を生きるこどもたちには、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育

成を図ることが大切です。本町では、こどもたちが自ら課題を把握し、自ら学び、自ら考え、

判断して行動し、こどもたちそれぞれが思い描く幸せを実現できる「生きる力」を育むため

に、学校・家庭・地域が連携・協働してまちの教育力を高め、確かな学力・体力の向上を図り、

豊かな心を育てられるよう、「夢や志をもち、ふるさと志免を拓く人づくり」を目標として、

様々な教育施策に取り組んできました。 

こどもの悩みや心配ごとを尋ねたアンケート調査結果を見ると、小学６年生、中学３年生

ともに「勉強や成績のこと」（小６：３３．５％、中３：５５．４％）と「将来の進路のこと」（小６： 

２８．０％、中３：４７．５％）が最上位にあがっています。今後も確かな学力向上や社会にはば

たく力の育成に向け、学校教育の充実を図ります。 

また、多様な遊びや体験は、こども・若者の健やかな成長の原点であり、言語や数量等の

感覚、創造力や好奇心、自尊心、やり抜く力、折り合いをつける力など様々な能力を養うと

ともに、多様な動きを身に付け、健康を維持することにもつながります。こども・若者が気軽

に遊べる場所を確保するとともに、野外活動、文化活動、読書活動、ボランティア体験等、多

様な体験機会の充実を図ります。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

1７ 

確かな学力の向

上に向けた教育

の充実 

志免町学力向上プランの３つの柱（「授業づくり」「集

団づくり」「習慣づくり」）に基づき、各学校の指導体制

や指導方法の改善を進め、確かな学力を育成する基盤

づくりに取り組みます。 

学校教育課 

1８ 

環境や福祉等に

関する教育の充

実 

発達の段階に応じて、総合的な学習の時間等におい

て、児童生徒が体験を通じて環境について学ぶ生活体

験や自然体験活動、勤労生産体験活動、社会奉仕体験

活動等の多様な体験活動を促進します。 

学校教育課 

1９ 
キャリア教育・職

場体験の推進 

変化の激しい社会の中で、こどもが希望を持って自

立的に自らの未来を切り拓き、社会で自立していく力

を身に付けるために、キャリア教育を推進します 。 

また、地域の企業・経済団体等と連携して、こどもの

発達段階に応じた勤労観・職業観を育み、自立した生

き方を考えさせるための職場体験を推進します。 

学校教育課 

２０ 英語教育の充実 
グローバル化に対応した教育環境づくりを進めるた

め、小中学校における英語教育の充実を図ります。 
学校教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

2１ 

ICT環境の整備

と情報活用能力

の育成 

ＩＣＴの普及に対応し、今後、生活手段や学習手段と

して重要となる情報活用能力をこどもが身に付けるこ

とができるように、国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づ

き、ＩＣＴを活用できる教育環境の整備を進めます。 

学校教育課 ICTを活用した学習活動の充実を図るとともに、情

報を正しく活用する力（情報リテラシー）を高め、情報

に関するトラブル等が生じないようにするために、情

報社会における必要な態度や考え方（情報モラル）を学

ぶ教育の充実を図ります。 

2２ 道徳教育の充実 

いのちを大切にする心、他人を思いやる心や公共の

ためになることを大切にする心を身に付けることがで

きるよう、教育活動全体を通じて、道徳性を養う心の

教育の充実を図ります。 

学校教育課 

2３ 人権教育の推進 

人権尊重の意識や行動が定着するよう、「志免町人

権教育・啓発基本指針」に基づき、様々な人権問題につ

いて、あらゆる機会をとらえて人権教育を推進します。 

社会教育課 

学校教育課 

2４ 
こどもの読書活

動の促進 

読書に親しむことを通じて豊かな感性や想像力を育

むため、「志免町子ども読書活動推進計画」に基づき、

家庭や地域におけるこどもの読書活動や学校全体での

日常的な読書活動を促進します。 

学校教育課 

社会教育課 

2５ 
遊びや体験の場

の充実 

身近で気軽な遊び・集い・交流の場である公園や広

場、グラウンドなど、こども・若者の自由な遊びの機会

を確保します。 

都市整備課 

社会教育課 

仲間意識や協力の大切さなどを学べるよう、地域に

住むこどもたちが、異年齢の遊び仲間とともに、多様

な活動ができるよう、子ども会活動を支援します。 

社会教育課 
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（４）こどもの健全育成に関する取り組みの充実 

不登校については、本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が多

く、不登校はどのこどもにも起こり得るものです。不登校というだけで問題行動であると受

け取られることのないように配慮することを基本的な考え方とする教育機会確保法の趣旨

を踏まえ、全てのこどもに教育を受ける機会を確保できるよう努める必要があります。 

町では、こどもや保護者が一人で問題を抱え込まないよう、教育相談室等の相談窓口の

情報提供や機能の充実を図るとともに、こども、保護者への周知に努めます。また、ひきこ

もりや不登校の児童生徒に対しては、スクールソーシャルワーカーや相談員の派遣により、

対応を充実していきます。 

なお、ひきこもり支援については、「福岡県ひきこもり地域支援センター」において、ひき

こもり当事者やその家族の相談窓口及び居場所の設置を行っていますが、町においてもひ

きこもり等に起因する悩みや不安を抱える若者やその家族に対するこころの相談を受け付

けています。 

一方、非行等の問題を抱えるこどもや家庭に対しては、地域ぐるみでの支援も必要です。

学校間及び関係機関との連携を強化し、また、志免町青少年問題協議会や民生委員・児童

委員等によるこども自身及び保護者への支援を進めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

2６ 
教育相談体制の

充実 

教育委員会の教育相談室にスクールソーシャルワー

カーを配置し、不登校をはじめ児童生徒や保護者が生

活の中で抱えている様々な問題に対する教育相談体

制の充実を図ります。 

学校教育課 

2７ 

こどもに対する

相談窓口に関す

る情報提供の充

実 

ホームページや広報の活用、パンフレット等の作成配

布により、こどものための相談窓口についての情報を

こどもに周知します。また、周知方法について検証を行

い、その結果に基づいた改善を進めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

2８ 
校内適応指導教

室の設置 

小中学校に適応指導教室を設置し、不登校対応支援

員（学級補助員）を配置し、 学習等の支援や教室復帰

に向けた取り組みの充実を図ります。 

学校教育課 

2９ 

町適応指導教室 

「ぐんぐん」にお

ける支援 

様々な理由から学校に行けない町立小中学校に在

籍している児童生徒に対して、町適応指導教室「ぐんぐ

ん」において、学習を含めた様々な支援を行います。 

学校教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

３０ 

悩みや不安を抱

える若者やその

家族に対する相

談体制の充実 

ひきこもりの状態にあったり、人間関係等に悩みや

不安を抱えていたりする若者やその家族に対する相談

支援を行います。 

健康課 

こころのＳＯＳサインに気づいた時の対処の仕方をは

じめ、こころの健康や病気、相談支援やサービスに関す

る情報、悩みや不安を抱える友達を相談支援やサポー

トにつなげることができるような情報等について学生

を含む若者に周知します。 

健康課 

子育て支援課 

3１ 

非行等の問題を

抱えるこどもや

家庭への支援 

町内の全学校と教育相談員・スクールソーシャルワー

カー・指導主事が参加する生徒指導担当者研修会を開

催し、小・中学校間の連携を図ります。また必要に応じ

て関係機関との連携を図ります。 

学校教育課 

志免町青少年問題協議会で情報交換を行い、非行等

の問題を抱えるこども本人と保護者への支援充実を図

ります。 

社会教育課 
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（５）障がいのあるこどもへの切れ目のない支援の充実 

我が国が平成２６年に批准した「障害者の権利に関する条約」は、障がいに基づくあらゆ

る差別の禁止や、障がい者が社会に参加し、包容されることを促進することを目指して、障

がい者の権利を実現するための措置等を規定しています。 

同条約やこども基本法の趣旨を踏まえ、障がいのあるこどもや発達に特性のあるこども

について、それぞれの特性や状況に応じた支援を行うとともに、特別な支援を要するこども

と他のこどもが一緒に保育・教育を受けることのできるインクルーシブな保育・教育体制を

推進します。 

また、慢性疾病や難病を抱え、その治療が長期間にわたることにより、身体面、精神面、経

済面で困難な状況に置かれているこどもやその家族の支援に努めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

3２ 
療育・相談体制の

充実 

こども家庭センターや福祉課内の「こども発達相談

（しめっこ相談）」窓口において、発達の気になるこども

の保護者の相談を受け、必要な福祉サービスにつなげ

ます。また、関係課や福祉サービス事業所と連携し、相

談体制の充実を図ります。 

子育て支援課

福祉課 

学校教育課 
診断から早期発見、リハビリテーション、社会的自立

にいたる一貫した取り組みを進めるため、医療機関や

障がい者施設等の関係機関との連携を図ります。 

33 
障がい児保育の

充実 

統合保育のなかで、保育園、幼稚園における障がい

児保育の充実を図ります。 
子育て支援課 

発達障がいへの理解を深めるため、障がい児保育指

導員を配置し、保育園や幼稚園等を巡回し、担任・スタ

ッフ等と情報交換や意見交換をしてこどもと保護者へ

の支援体制の充実を図ります。 

子育て支援課 

34 
教育相談・教育支

援体制の充実 

特別な支援が必要となる可能性のあるこども及びそ

の保護者に対し、早期からの情報提供や教育相談等を

実施するとともに、障がいのあるこどもの個々の実態

に即した就学を進めるため、本人・保護者の意向を尊

重しながら適切な教育支援に努めます。 

学校教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

35 
インクルーシブ教

育の推進 

障がいのあるこどもが合理的配慮を含む必要な支

援を受けながら、障がいのないこどもと同じ場で共に

学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズの

あるこどもに対しては、自立と社会参加を見据えて、そ

の時点での教育的ニーズに最適な指導が提供できる

よう、小中学校における通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多

様な学びの場」のそれぞれの充実を図ります。 

学校教育課 

子育て支援課 

教育・保育施設、小中学校、高等学校等において、発

達障がいを含む障がいのあるこどもが、一貫した継続

性のある支援を受けることができるように、個別の指

導計画や個別の教育支援計画を作成します。 

36 

「ふくおか就学サ

ポートノート」の

活用促進 

発達が気になるこどもの就学前から学校卒業後まで

を見通した継続性のある指導・支援を充実させるため

に、保護者や学校の先生などが協力しながらこどもの

成長を記録していく「ふくおか就学サポートノート」の

活用を促進します。 

学校教育課 

37 

学童保育におけ

る障がいのある

こどもの受け入

れ 

特別支援学級や療育機関と連携をとり、学童保育に

おける障がいのあるこどもの受け入れ体制を整備しま

す。加配支援員を配置し、安心して安全な保育ができ

る環境整備に努めます。 

子育て支援課 

38 

児童発達支援や

放課後等デイサ

ービス、日中一時

支援事業 

障がいのあるこどもの日中や放課後等に、日常生活

における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓

練等を実施し、その家族の一時的な休息を図ります。 

福祉課 

39 

障がい児とその

保護者同士の交

流の促進 

障がい児とその保護者同士が互いの経験を活かし、

相談しあえる関係づくりができるよう、保護者同士や

こどもたちが情報交換・交流できる場所を提供します。 

福祉課 

子育て支援課 

 



第４章 基本目標ごとの施策の展開 

 

  - 42 -

 

（６）貧困の状況にあるこどもへの支援の充実 

令和元年に策定された「子供の貧困対策に関する大綱」では、現在から将来にわたって、

全てのこどもたちが前向きな気持ちで夢や希望を持つことのできる社会の構築を目指すこ

とを目的として、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課

題を解決するという意識を強く持ち、こどものことを第一に考えた適切な支援を包括的か

つ早期に講じることが求められており、その理念は「こども大綱」にも引き継がれています。 

こどもの生活実態に関するアンケート調査結果によれば、本町の子育て世帯の貧困線（等

価可処分所得の中央値の半分）は１６２．５万円となっており、「相対的貧困率」（貧困線に満

たない世帯の割合）は１３．２％となっています。また、ひとり親世帯ではこの割合が６１．８

％に増加します。さらに、調査結果を見ると、世帯の経済状況や生活状況がこどもの生活面

や学習面等に少なからず影響を及ぼしていることもうかがわれ、こどものその後の人生に

影響を及ぼすことが懸念されます。 

本町では、こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、ま

た、貧困が親から子へと世代を超えて連鎖するいわゆる「貧困の連鎖」につながらないよう、

各種施策に取り組んできましたが、引き続き、貧困の状況にあるこどもの成育環境を整備

するとともに、学習等の機会が失われることがないよう、こどもの貧困対策を総合的、効果

的に推進します。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

4０ 教育の支援 

貧困の世代間連鎖を解消するために、「学校」をこど

もの貧困対策のプラットフォームと位置付け、学校教育

による学力保障、学校を窓口とした福祉関係部門等と

の連携、地域の人材を活用した学びの場づくり、就学

前教育•保育支援などを通じて、総合的に対策を推進し

ます。 

子育て支援課

学校教育課 

教育の機会均等を保障するため、教育にかかる経済

的負担の軽減を図ります。 

4１ 生活の支援 

保護者の自立支援のために、心身の健康を確保し、

社会参加の機会等にも配慮しながら、相談事業の充実

や情報提供を図るとともに、こどもの生活の支援とし

て、地域力を活かした居場所づくりや食育など成長段

階に応じた切れ目のない支援を実施します。 

子育て支援課 
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２ 安心して子育てができるよう子育て家庭を支援する 

 
（１）健康で安全な妊娠と出産のための支援の充実 

妊娠・出産・産褥期
さんじょくき

の女性は、短期間での大きな心身の変化に加えて、家族が増えること

で生活環境が一変します。核家族の増加や、地域のつながりの希薄化などにより、孤立感や

負担感が高まりやすくなります。この時期の支援は良好な親子の愛着形成を促進していく

ものであり、また、こどもの健やかな発達のためにも重要です。 

妊娠中の母体及び胎児の健康を確保し、安全な出産を確保するためには、正しい知識や

情報に基づいた妊娠初期からの健康管理と、家族、職場、地域の理解と協力によるサポート

体制が必要です。 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、令和７年４月から妊娠・子育て家

庭への伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する妊婦の為の支援給付と妊娠等包

括相談支援事業が開始されます。 

本町では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、こども家庭セ

ンターにおいて母子健康手帳交付時に個別面談を行い、その後も様々な相談にのりながら

必要な情報提供や必要な支援につなぐなど、継続的なサポートを行っています。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

4２ 

妊娠、出産に関す

る情報提供の場

の拡充 

母子健康手帳交付、訪問、健診時での個別相談やマ

タニティ教室等を活用し、情報提供を充実させること

や子育てに向けた仲間づくりの支援に努めます。 

子育て支援課 

4３ 

妊産婦を対象と

した食に関する

学習機会の充実 

マタニティ教室や離乳食教室など、食に関する学習

機会や情報提供の充実に努めます。 

子育て支援課 

健康課 

4４ 妊婦健康診査 

妊婦健診受診の補助を行い、経済的負担を軽くして

妊娠中の異常を早期に発見し安心して出産に臨めるよ

う支援します。また、関係機関と連携し適切な支援に努

めます。 

子育て支援課 

4５ 

妊婦の為の支援

給付・妊婦等包括

相談支援事業（伴

走型支援） 

妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、妊婦の

為の支援給付による経済的な支援と、妊婦・その配偶

者等に対して面談などによる情報提供や相談を行い、

ニーズに応じた必要な支援につなぐように努めます。 

子育て支援課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

4６ 
乳児家庭全戸訪

問 

生後４か月までの乳児のいる家庭の全戸訪問を行い

親子の状況を把握し、子育て支援情報の提供とともに

適切なアドバイスを行うよう努めます。 

子育て支援課 

4７ 産後ケア事業 

心身ともに不安定になりやすい出産後の一定期間に

おける母子への心身のケア及び育児サポートを目的と

して、産後１年未満の産婦、その新生児及び乳児を対象

に、宿泊型・通所型・訪問型サービスを実施し、費用を

助成します。 

子育て支援課 

4８ 養育支援訪問 

継続して訪問指導が必要と思われる妊産婦・乳幼児

に対し、保健師・助産師等が訪問し、家庭での適切な養

育を支援します。 

子育て支援課 

４９ 
妊婦・未熟児等育

児支援訪問 

支援が必要な妊婦及び未熟児・低出生体重児をもっ

た産婦等に対して、早期からの訪問を継続的に行うこ

とで不安の軽減を図ります。 

子育て支援課 

5０ 
子育て世帯訪問

支援 

援助を必要とする家庭にヘルパーを派遣し、支援し

ます。 
子育て支援課 

5１ 

不妊・不育治療に

対する助成制度

の広報 

県が実施する、不妊に悩む方への先進医療支援事業

や不育症検査費・治療費助成事業など、費用助成制度

の紹介により、不妊・不育に悩む夫婦と県を繋げられる

ように努めます。 

子育て支援課 
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（２）子育てに関する情報提供と相談体制の充実 

核家族化と地域社会の連帯感の希薄化により、育児のための知識や技術が親から子へ、

または地域住民同士の間で伝えられにくくなっています。このため若い親は、相談相手もな

いまま子育てに取り組まなければならず、育児不安やストレスに悩む例が増えています。子

ども・子育てに関するアンケート調査結果を見ると、子育てについて不安や悩みを「いつも

感じる」「時々感じる」と回答した人は、就学前児童の保護者で７６．３％、小学生の保護者で

７２．９％と高い割合となっており、子育てによる不安や悩みを緩和、軽減することが重要な

課題となっています。不安や悩みをあまり感じることなく子育てができるようにするために

は、必要な情報が必要な時に入手でき、気になることがあればいつでも気軽に相談でき、適

切なアドバイスや正しい情報が得られる体制を整備することが重要です。 

本町では、妊娠期から子育てに関する情報を掲載した「志免町子育てガイド」を発行し、子

育てモバイルサービス「すくすくしめ☆Kids」をアプリ化するなど、多様な手段で情報提供

を行うとともに、子育てに関する講座や学習の場の提供を行っています。また、志免町総合

福祉施設「シーメイト」内の子育て支援センターでは、子育て中の親子が気軽に集い、情報交

換できる場を提供するとともに、子育てに関する様々な相談に応じ、保護者の不安解消に

努めています。今後も、子育て家庭が孤立することなく、適切な情報が得られるよう支援し

ていきます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

5２ 

子育て支援に関

する情報提供の

充実 

母子手帳交付時等に相談や健康診査の情報を記載

したリーフレット等を活用し、保護者への情報提供を行

います。 

子育て支援課 

広報や子育てガイド、子育てアプリ「すくすくしめ☆K

ids」、ホームページ等の多様な手段を活用して情報提

供を進めます。また、子育て情報の周知や提供に努め

ます。 

子育て支援課 

5３ 
子育て支援セン

ターの充実 

子育て支援センターを地域における子育て支援の拠

点として、ハード面の整備はもとより、こどもと保護者

の交流や体験・学習の場の提供、子育てについての相

談等、センター機能の充実を図ります。 

子育て支援課 

5４ 
子育て講座の充

実 

子育て講座の種類や内容については参加者アンケー

トの実施等を通して保護者の意見を反映し、ニーズに

あった講座内容となるよう充実を図ります。 

子育て支援課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

5５ 

食と栄養に関す

る学習機会の充

実 

離乳食教室等で、こどもの食に関する悩みの解消、

親と子の食生活の見直し等、学習機会の充実を図りま

す。 

健康課 

身近な公民館で、食生活改善推進会の地域教室を開

催し、学習機会の充実を図ります。 
健康課 

5６ 

こども家庭セン

ター等による相

談支援体制の充

実 

こども家庭センター等で、子育て中の保護者の悩み

を聞き、相談に応じる子育て相談を実施し、電話や面

談での相談の充実を図ります。 

子育て支援課 

関係機関で連携し、継続的な支援ができるよう、体

制の充実を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

健康課 

福祉課 
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（３）男女がともに子育てできる環境整備 

こどもとのふれあいを大切にして、子育てと仕事を両立することは、 男女を問わず推進

していかなければなりません。特に男性については、従来の仕事中心の意識・ライフスタイル

から、「仕事」と、子育てや家庭生活、地域活動などの「仕事以外の生活」との調和がとれて

いる、ワーク・ライフ・バランスが保たれたライフスタイルへの転換が求められており、子育て

の喜びの実感やその責任を認識しながら、子育てに参加することが望まれます。そのために

は、労働時間の短縮や、男性においても子育てのための休暇を取得しやすくするなどの職

場環境づくりが重要です。 

また、働きたい女性が仕事と子育て・介護などの二者択一を迫られることなく働き続け、

その能力を十分に発揮することができるよう、ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き

方などを通じたワーク・ライフ・バランスの実現が喫緊の課題となっています。 

家庭内において育児負担が女性に集中している現状を変え、夫婦が相互に協力しながら

子育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で支援する社会をつくるため、男女がともに

子育てできる環境整備を進めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

5７ 

ワーク・ライフ・バ

ランスと多様な

働き方の実現 

仕事と家庭・地域活動が両立できるよう、ワーク・ラ

イフ・バランスに関する啓発を行うとともに、育児休業

や介護休業等の制度を活用して、多様な働き方を選択

できる社会の実現に向けた啓発を行います。 

まちの魅力推進課 

５８ 

家庭内での固定

的役割分担の解

消に向けた啓発

等 

家庭生活における固定的性別役割分担をなくすため、

男性の家庭参画に対する意識が向上するよう啓発を行

います。 

まちの魅力推進課 

５９ 

「子育て応援宣言

企 業 登 録 制 度 」

「子育て応援の店」

の周知 

福岡県が実施している「子育て応援宣言企業登録制

度」や「子育て応援の店」の周知を図ります。 
子育て支援課 
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（４）教育・保育事業や学童保育等支援体制の整備 

子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果を見ると、就学前児童の母親の７２．０％

が就労中と回答しており、共働きが主流となった現在において、親が仕事と子育てを両立

させるためには、多様な保育サービスや充実した放課後児童対策などの子育て支援が不可

欠です。 

本町では、こどもの最善の利益を尊重しつつ、父親と母親がともに就労している家庭を

支援するために、計画期間内に見込まれる教育・保育需要量に対し適切な確保策を設定し、

地域における子育て支援を推進していきます。また、施設に預けずに家庭で子育てをする

保護者が孤立しないように、地域で交流したり、こどもを一時的に預けたりできる子育て支

援サービスについても充実を図ります。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

6０ 

就学前教育・保育

の提供体制の確

保 

待機児童が発生することなく、保護者の希望する教

育・保育を提供できるよう、施設面の整備や保育人材

の確保等、提供体制の確保に努めます。 

子育て支援課 

6１ 
乳幼児期の教育・

保育の充実 

教育・保育環境の整備を進め、充実を図ります。 

また、職員研修を計画的に実施する等、職員の資質

の向上を図ります。 

子育て支援課 

全てのこどもが心身ともに健やかに育成されること

を保障するため、令和８年度からの本格実施に向けて、

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」の提

供体制を整備し、乳児等への適切な遊びや生活の場の

提供、その保護者への相談支援を行うなど、普段、保育

施設を利用していないこどもの育ちを応援します。 

6２ 学童保育の充実 

学童保育環境の整備を進め、充実を図ります。 

学童保育支援員に向けた様々な研修の開催を通し

て、資質向上と養成を推進し、保育の質の向上を図り

ます。 

子育て支援課 

6３ 

一時的な保育関

連サービスの提

供 

保育所等における一時保育事業や病児・病後児保育

など、家庭での保育が一時的に困難となった場合等に

こどもを一時的に預けられるサービスについて、利用

者ニーズを踏まえて利便性の向上を図ります。 

子育て支援課 

6４ 

ファミリー・サポ

ート・センターの

充実 

「ファミリー・サポート・センターしめ」の事業内容につ

いて、広報等を活用した情報提供を行い、事業の充実

に努めます。 

子育て支援課 
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（５）ひとり親家庭等への支援の充実 

近年、離婚の増加により、ひとり親家庭等、特に母子家庭が全国的に増加傾向にあります。

ひとり親家庭では、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないこととなるため、住居、収入、

こどもの養育等の面で様々な問題を抱えるだけでなく、いわゆる「時間の貧困」にも陥りや

すいと言われています。ひとり親家庭等が生活に困窮することは、こどもの健全な成長の観

点からも問題であり、ひとり親家庭等の親が生活の安定を図りながら、こどもの健全な成長

を確保することができるよう、自立を進めることが重要です。 

このため、本町においても、ひとり親家庭等からの相談に応じ、生活支援、経済的支援を

実施するほか、必要に応じて県の「ひとり親サポートセンター」や「ひとり親家庭等就業・自立

支援センタ－」につなげています。今後もこれら支援事業の情報提供に努め、ひとり親家庭

等の自立を図ります。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

6５ 

ひとり親家庭等

に対する相談体

制・情報提供 

ひとり親家庭等からの相談に対応し、それぞれのニ

ーズに合った適切な情報提供に努めます。 
子育て支援課 

6６ 

ひとり親家庭等

に対する生活支

援 

ひとり親家庭等で、進学、就職活動や疾病、出産、公

的行事への参加等により、一時的に生活援助が必要な

とき、生活支援員（ヘルパー）を自宅に派遣する志免町

ひとり親家庭等日常生活支援事業についての周知を

図ります。 

子育て支援課 

６７ 

ひとり親家庭等

に対する経済的

支援 

ひとり親家庭等に対し、生活の安定と児童の福祉を

向上させ、自立を促進するために児童扶養手当を支給

します。 

住民課 

ひとり親家庭等の親及びこどもや、父母のいないこ

ども等が医療保険による診療を受けた場合、その医療

費の自己負担分の一部を助成します。 

住民課 

６８ 

ひとり親家庭等

に対する就労支

援 

福岡県ひとり親家庭等就業・自立支援センタ－が行

う就労支援事業や、福岡県ひとり親サポートセンターが

行う養育費確保のための支援事業についての情報提

供に努めます。 

子育て支援課 
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３ こどもの視点に立った地域社会をつくる 

 
（１）こどもの視点に立った地域支援体制づくり 

こどもは地域社会の一員であり、家庭、地域、学校が、ともに地域をつくる存在としてこ

どもを認め、協働して活動する環境を整えることが重要です。 

本町では、子育て支援団体や子ども会活動、育成会活動等、地域を拠点としたこどもと保

護者の活動が継続的に行われており、町はこれらの活動の自主性を尊重しながら、場所の

提供や活動助言等の支援をしてきました。子ども・子育てに関するアンケート調査結果を見

ると、就学前児童の保護者のうち、これらの自主的な活動に参加している人の割合は    

３．７％と高くはありませんが、 今後機会があれば参加したいと回答した人は３８．２％に上

っています。また、地域活動やグループ活動などに参加したことがある小学生は５５．６％で、

今後参加させたいと思っている保護者も少なくありません。 

今後も、子育て支援センターを中心に、こどもや子育て家庭の意見を聞きながら、親子の

交流や遊びの場の提供を行い、地域の自主的な活動に対する支援充実による活動の活性

化と参加の促進を図っていきます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

６９ 

こどもと保護者

が参加しやすい

イベント等の充実 

子育て広場やパパママ応援講座など、親子の交流や

遊びの場の充実を図ります。 
子育て支援課 

7０ 

こどもや子育て

支援団体の活動

支援 

こどもに関する活動を行っている団体の周知や情報

提供の充実に努めます。 

子育て支援課 

社会教育課 

「まちづくり支援室」において、団体からの相談や設

立、運営におけるアドバイスなどのサポートを行います。

また、補助金などの情報提供を行うとともに、団体の

情報発信をします。 

まちの魅力推進課 

5３ 

子育て支援セン

ターの充実 

（再掲） 

子育て支援センターを地域における子育て支援の拠

点として、ハード面の整備はもとより、こどもと保護者

の交流や体験・学習の場の提供、子育てについての相

談等、センター機能の充実を図ります。 

子育て支援課 

7１ 
子ども会育成会

への支援 

志免町子ども会育成会連絡協議会の自主的な活動

を促進するために、情報交換や活動助言等の支援を継

続します。 

社会教育課 

7２ 

地域におけるス

ポーツ・文化活動

の支援 

こどもから大人まで、ライフステージに応じたスポー

ツ・文化活動について、地域で取り組む活動を支援しま

す。 

社会教育課 
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（２）こどもの年齢に応じた居場所づくり 

こどもが育つ環境は、年齢とともに、家庭から地域社会、保育園・幼稚園、学校等、各種施

設その他の場所へと広がっていき、こどもはその中で時間を過ごし、学習や遊び、交流等多

様な体験を通じ、成長していきます。そのため、こどもの健やかな成長・発達の視点からは、

年齢に応じて誰もが安心して利用できる居場所・遊び場の整備が重要になります。 

本町には、自然を満喫できる公園として平成の森公園があり、親子でバーベキューやデイ

キャンプをすることができます。小学生が自分の足で行ける身近な公園としては、多くの街

区公園があります。親子で自由に遊べるプレールームとしては、総合福祉施設「シーメイト」

内に「にじいろポケット」、「はなまるポケット」があり、多数の親子が利用しています｡ 

また、町民図書館は本に接し、読書により心を育てることのできる場所です。さらに、中

高生世代向けには、安心して自分らしくいられる居場所として「リリーフ」があります。 

今後も、公園や公民館、図書館等こどもにとって身近な施設が、すべてのこどもにとって

気軽に訪れることのできる遊び場や、心地よい居場所となるよう、充実させていくとともに、

安全で安心して活動できる居場所を確保し、こどもを含め様々な世代の誰もが参加でき、

多様な体験・活動を選択できる環境を作っていきます。 

なお、令和５年１２月に国が示した「こどもの居場所づくりに関する指針」では、こども・若

者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場所になり得るとし、

その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めることであるとされて

います。従って、居場所づくりにあたっては、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を

聴きながら、進めることとします。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

7３ 
こどもの遊び場

の充実 

気軽に利用できるこどもの遊び場として、シーメイト

の「なかよしパーク」の充実を図ります。 

また、町内の公園を活用したこどもの多様な遊び場

づくりに努めます。 

子育て支援課 

福祉課 

7４ 
公共施設におけ

る居場所の拡充 

乳幼児と保護者が自由に集える場やこどもが気軽に

過ごせる場として、身近な施設の利用促進に努めると

ともに、居場所の整備を進め、充実を図ります。 

また、中高生世代の居場所「リリーフ」を継続していき

ます。 

子育て支援課 

7５ 
小・中学校の地域

開放 

地域のこどもたちが安全に遊べる場として、町内の

小・中学校での学校開放事業を継続していきます。 
社会教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

7６ 
町民図書館の充

実 

こどもがさらに利用しやすくなるよう、町民図書館

の設備整備を進め、事業の充実を図ります。 

社会教育課 「子ども読書ウィーク」や季節のイベント等により、図

書館を身近に感じる取り組みや、読書の楽しさの理解

を深める取り組みを充実させていきます。 

７７ 
小学生の居場所

の充実 

保護者が就業等により、放課後自宅で保育できない

家庭の児童については、学童保育により、放課後児童

の安全な居場所の確保と充実を図ります。 

子育て支援課 

夏休みに実施している地域子ども教室や、生涯学

習館ジュニア講座等で多様な体験・活動をできる環

境をつくります。 

社会教育課 
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（３）こどもやこども連れにやさしいまちづくり 

就学前児童の保護者に対するアンケート調査結果を見ると、こどもとの外出の際に、「歩

道が狭かったり、段差があること」（60.8％）、「トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮

されていないこと」（33.8％）、「歩道や信号がない通りが多いこと」（33.4％）、「ベビーカ

ーでの移動に配慮されていないこと」（３２．８％）など、困った経験のある人が少なくないこ

とがわかります。 

町では、このような状況を解消し、子育て中の家族が小さなこども連れでも気兼ねなく外

出し、社会参加できるように、こどもやこども連れにやさしいまちづくりを進めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

７８ 

公共施設におけ

る多目的トイレ、

授乳コーナーの

設置 

公共施設においては、こども連れの利用者に配慮し

たおむつ替えスペースが整備された多目的トイレや授

乳コーナーの設置を進めます。 

経営企画課 

７９ 

こどもや妊婦等

が歩行しやすい

道路環境の整備 

こどもや妊婦、ベビーカー利用のこども連れが安心

して外出できるように、幅の広い歩道の整備や段差の

解消等、安全で快適な歩行空間の確保を促進します。 

都市整備課 
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（４）こどもの安全の確保 

就学前児童の保護者に対するアンケート調査結果を見ると、こどもを取り巻く環境のな

かで、特に問題だと思うことについては、「交通事故や犯罪など危険になった」が６０．１％と

最も多く、近所や地域に望むこととしては、「こどもが危険な目に遭いそうなときは、手助け

や保護をしてほしい」という回答が７５．９％と最も多くなっています。 

町では、児童生徒に対しては、交通安全ルールの順守、不審者や危険の回避、ＳＮＳの適切

な使用等、自分自身で心と体を守るための学習を推進するとともに、通学路の整備など、こ

どもの安全を確保するための環境整備と、防犯ボランティアなど、地域と連携したこどもの

安全を確保するための活動を推進してきましたが、今後もこれらの取り組みを継続し、こど

もの安全の確保を図ります。 

また、国では、こどもの性被害を防止するため、「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾

取等に係る対策の基本計画）2022」を策定し、こどもを加害者、被害者、傍観者にさせな

いための学校・園における「生命（いのち）の安全教育」の全国展開を図っています。さらに、

令和６年６月制定の「こども性暴力防止法」により、こども関連業務従事者の性犯罪歴確認

に係る取組も令和８年度中に始まります。こども・若者の性被害は潜在化・深刻化しやすい

ことなどを踏まえ、相談窓口の周知やこども・若者が相談しやすいＳＮＳ等の活用を推進す

るとともに、地域における支援体制の充実を図ります。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

8０ 
通学路・歩道の整

備 

歩道の安全を点検し、歩道と車道の分離等道路の改

善やガードレール等の安全設備の充実を図ります。 
都市整備課 

8１ 
交通安全指導の 

実施 

警察署等と連携し、交通安全指導員等による交通安

全教室を開催します。 

また、学年始めや長期休業明けに教職員・PTAによ

る交通安全指導を実施します。 

生活安全課 

学校教育課 

子育て支援課 

8２ 
通学路の安全性

の確保 

学校付近や通学路の点検を定期的に行い、危険個所

を把握し指導を行います。 

また、各小学校区の危険個所での児童通学見守りや

青少年指導委員による見回りの強化、防犯指導員によ

る登下校中の巡回パトロール等、安全対策を推進しま

す。 

学校教育課 

社会教育課 

生活安全課 

8３ 
学校生活安全運

動の推進 

児童生徒を対象に「学校生活安全プログラム」を実施

し、自分で犯罪や暴力から身を守ることを教えます。 

また、管理職員等による校内巡回を行い、安全確保

に努めます。 

学校教育課 
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No. 事業名 取組内容 担当課 

8４ 
防犯ボランティア

活動の支援 

「こども１１０番の家」の登録を促進し、こどもへの周

知を徹底します。また、地域との連携による見守り隊の

活動を支援します。 

学校教育課 

生活安全課 

8５ 

学校付近等にお

けるパトロール

活動の推進 

こどもを犯罪等の被害から守るため、地域青少年問

題協議会やPTAの巡回パトロール等の実施に際して支

援を行います。 

社会教育課 

生活安全課 

８６ 

こどもを犯罪等

の被害から守る

ための連絡体制

の整備 

こどもを犯罪・事故等の被害から守るため、関係機

関と連携し、情報交換を推進していきます。 

また、保護者連絡サービスの活用を推進し、即時に

正確に一斉に保護者等へ児童生徒の安全に関わる情

報等を配信できるシステムを維持します。 

学校教育課 

社会教育課 

８７ 生命
い の ち

の安全教育

の実施 

こどもが性犯罪の被害者はもとより、加害者や傍観

者にもならないよう、学校・園において「生命
い の ち

の安全教

育」を実施するとともに、小学生・未就学児やその保護

者等に対し、プライベートゾーン等の啓発と相談先の周

知を行います。 

子育て支援課 

学校教育課 
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４ 若者の未来を支える 

 
（１）若者の社会的・職業的自立への支援 

全ての若者が専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自らの可能性を広げ

ることができるよう、大学等の高等教育機関への修学支援策や若者の就労支援策の情報収

集・周知に努めます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

８８ 

高等教育修学支

援策の情報収集・

周知 

若者が、その置かれた状況にかかわらず大学等に進

学する機会を確保できるよう、修学支援策の情報収集・

周知に努めます。 

学校教育課 

８９ 

若者の就労支援

策の情報収集・周

知 

若者を対象とした就労支援に関する説明会やセミナ

ー等の就労支援策の情報収集・周知に努めます。 
まちの魅力推進課 

 

 
（２）結婚を希望する人への支援 

若者のライフスタイルや価値観は多様であり、家族のあり方や家族を取り巻く環境も多様

であることから、若者に対し、特定の価値観を押しつけたり無用なプレッシャーを与えたり

することは許されません。その上で、主体的に、結婚したいと望んでいても、出会いがない

ことや経済的な不安により結婚に踏み切れないなどの課題を抱えている若者が一歩踏み出

せるようにするための支援が求められています。 

そこで、本町においても県の「出会い・結婚応援事業」との連携による婚活支援を検討し

ます。 

 

No. 事業名 取組内容 担当課 

9０ 
婚活支援策の検

討 

県の「出会い・結婚応援事業」との連携による婚活支

援策を検討します。 
子育て支援課 
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１ 教育・保育提供区域の設定 

 

国の基本指針では、市町村は教育・保育を提供する単位として、地理的条件や社会的

条件、教育・保育を提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、教育・保育提

供区域を設定することとされています。 

本町では、志免町全域を提供区域として定め、教育・保育及び地域子育て支援事業の

提供体制の確保内容を定めます。 

 
 

２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

 

就学前児童の教育・保育について、幼稚園、保育所、認定こども園の利用実績やアンケ

ート調査の結果により把握した利用希望などを踏まえ、計画期間内の「量の見込み」を設

定します。そして、「量の見込み」に対する「確保方策」を設定することで、ニーズに見合っ

た提供体制の確保を目指します。 

また、教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」については、こども・子育て支援法

に基づき、保育の必要性や年齢により区分された下記の認定区分ごとに設定します。 

 

認定区分 内  容 利用できる主な施設 

１号認定 
満３歳以上で、教育を希望する児童 

（保育の必要性無） 
幼稚園・認定こども園 

２号認定 

満３歳以上で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童 

（保育の必要性有） 保育所・認定こども園・ 

地域型保育※ 

３号認定 

満３歳未満で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童 

（保育の必要性有） 

※ 認定こども園…幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持った施設として、県から認定を受けた施設。 

※ 地域型保育…町から認可を受けた家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育事業。 
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【現状】 

町内には、現在幼稚園が３施設、認定こども園が４施設、保育所が７施設あり、令和７年度

の総利用定員は幼稚園７５５人、認定こども園４３９人、保育所９０５人、合わせて２，０９９人

となる見込みです。 

また、小規模保育施設１施設のほか、企業主導型保育施設が１２施設あります。 

近年の保育需要の高まりにより、定員の弾力化により定員を超えた受け入れをしている施

設もありますが、待機児童は発生していない状況です。 
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「量の見込み」と「確保方策」                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 

①量の見込み 
1 号 2 号 

3 号 
1 号 2 号 

3 号 

0 歳 １歳 2 歳 0 歳 １歳 2 歳 

499 774 85 199 192 455 704 86 206 201 

確

保

方

策 

幼稚園 755     755     

認定こども園 209 151 15 26 38 209 151 15 26 38 

保育所  519 90 141 155  519 90 141 155 

企業主導型保育施設  40 25 32 35  40 25 32 35 

地域型保育事業   3 6 6   3 6 6 

合計（②） 964 710 133 205 234 964 710 133 205 234 

②－① 465 △64 48 6 42 509 6 47 △1 33 

 

 令和９年度 令和 10 年度 

①量の見込み 
1 号 2 号 

3 号 
1 号 2 号 

3 号 

0 歳 １歳 2 歳 0 歳 １歳 2 歳 

432 668 85 204 207 411 639 84 202 205 

確

保

方

策 

幼稚園 755     755     

認定こども園 209 151 15 26 38 209 151 15 26 38 

保育所  519 90 141 155  519 90 141 155 

企業主導型保育施設  40 25 32 35  40 25 32 35 

地域型保育事業   3 6 6   3 6 6 

合計（②） 964 710 133 205 234 964 710 133 205 234 

②－① 532 42 48 1 27 553 71 49 3 29 

 

 令和 11 年度 

①量の見込み 
1 号 2 号 

3 号 

0 歳 １歳 2 歳 

429 666 82 200 204 

確

保

方

策 

幼稚園 755     

認定こども園 209 151 15 26 38 

保育所  519 90 141 155 

企業主導型保育施設  40 25 32 35 

地域型保育事業   3 6 6 

合計（②） 964 710 133 205 234 

②－① 535 44 51 5 30 
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【量の見込み】 

アンケート調査の結果と近年の実績に基づき各年度の量の見込みを算出しました。 

本町では、少子化による児童人口の減少という要素と家庭環境の変化などによる子育て

支援サービスのニーズ増大という要素の両方が存在する状況ですが、３歳未満児の人数には

大きな変動はなく、本計画期間中の教育・保育事業量の総量にも大きな減少はないと見込ん

でいます。 

 

【確保方策】 

１号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の４９９人

ですが、現在の幼稚園と認定こども園（教育部分）の総定員は９６４人であることから、現在の

体制で対応可能です。 

 

２号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の７７４人

で、現在の保育利用定員は７１０人であることから、一時的に定員を超える可能性があります

が、弾力的運用で待機児童の発生は回避できると見込んでいます。 

 

３号認定の０歳児については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和８年度の

８６人で、現在の企業主導型保育施設の地域枠を含めた総定員が１３３人であることから、現

在の体制で対応可能です。 

３号認定の１歳児については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和８年度の

２０６人で、現在の保育施設の総利用定員は２０５人であることから、一時的に定員をわずか

に超える可能性もありますが、弾力的運用で待機児童の発生は回避できると見込んでいま

す。 

３号認定の２歳児については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和９年度の

２０７人で、現在の保育施設の総利用定員は２３４人であることから、現在の体制で対応可能

です。 

 

なお、本計画では各施設の利用定員を基に確保方策の数字を設定していますが、一定条件

の範囲内で利用定員を超えた受け入れも可能であることから、引き続き定員の弾力的運用

も行いながら、待機児童ゼロを維持します。 
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３ 教育・保育の一体的提供等の推進と円滑な利用の確保 

 

（１）認定こども園の普及にかかる基本的考え方 

現在、町内の認定こども園は４施設です。 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその変化によ

らず柔軟にこどもを受け入れることができる施設として設けられ、教育・保育の一体的提

供という観点からは大きなメリットが認められる施設です。しかし、私立の幼稚園や保育所

においては、運営者の事業に対する考え方やそれぞれの保育方針があり、利用者もその考

え方等への共感が利用につながっていることを考慮すると、一律に認定こども園への移行

を促進することは適当でないと考えられます。 

そのため、幼稚園や保育所から認定こども園への移行については、それぞれの施設並び

に運営事業者と協議していきます。 

 

（２）教育・保育及び地域こども・子育て支援事業の役割等に係る基本的考え方 

特定教育・保育施設（幼稚園、認定こども園、保育所）の役割は、質の高い教育・保育サー

ビスを提供することにあり、特定地域型保育事業所（小規模保育事業、家庭的保育事業、事

業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）は、特定教育・保育施設を補完し、就労状況などに

より、特定教育・保育施設におけるサービスを受けることが難しい家庭を支援することを

役割とします。 

本町には小規模保育事業施設があるため、町として情報の共有等、両者の連携強化を支

援していきます。 

また、地域こども・子育て支援事業は、妊娠期を含むすべての子育て家庭をバックアップ

する役割を担う事業として位置づけ、子育て家庭のニーズを検証しながら、必要な家庭に

必要とするサービスが提供できるよう、町の責任において事業の実施体制を整備していき

ます。 
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（３）教育・保育の質の向上 

町内の各幼稚園、認定こども園及び保育所では、各施設の運営方針に基づき、定期的な

職員研修などを行うことによって、より良い教育・保育サービスに努めるとともに、各園の

特色ある保育実践等の報告や情報交換を行い、質の確保に努めています。今後も、教育・

保育の質の向上のため、職員の資質向上に向けた研修等の充実と定期的な情報交換を実

施します。 

また、町内の各幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、関係団体などとの連携を一層強

化し、本町における幼児期の教育及び小学校教育の接続のあり方を明確にし、すべての幼

稚園、認定こども園、保育所及び小学校で共通した考え方に基づいた実践を行うことで、

こどもの成長に切れ目のない支援とより良い環境づくりを進めます。 

 

（４）教育・保育施設の円滑な利用の確保 

産前・産後休業、育児休業期間中の保護者をはじめ、すべての子育て世帯に対して、子育

て支援に関する情報提供や相談支援を継続します。 

また、育児休業満了時からの特定教育・保育施設の利用を希望する保護者が育児休業満

了時から円滑に利用できるよう、対象者に対する利用希望の把握に努めるとともに、特定

教育・保育施設との調整をはじめとする計画的な受け入れ方策の検討を進めます。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

 

地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状況やアンケート調査の結果等により

把握した利用希望などを踏まえた上で、計画期間内の「量の見込み」及び「提供体制の確保の

内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。 

 

（１）延長保育事業 

保育が必要な児童に対し、保育所等において通常の保育時間前後などに保育を行う事

業です。 

 

【現状】 

延長保育は、町内の保育所、認定こども園１１施設全園で実施しています。令和６年度の実

績は５４９人となっています。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                       （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込  550  550  550  550  550 

②確保方策 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 

②－①  585  585  585  585  585 

 

【量の見込み】 

近年の実績を踏まえ、毎年度５５０人の利用を見込みました。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（２）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

就労などの理由により、昼間保護者が家庭にいない就学児童に対して、放課後に適切な

遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業です。 

 

【現状】 

町内４校、１５か所の学童保育所で実施しており、総利用定員は６６０人となっています。令

和６年度の利用者数は、低学年６５３人、高学年１６２人の計８１５人となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                     （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①
量
の
見
込
み 

１年生 279  267  251  243  217  

２年生 221  212  199  193  172  

３年生 150  143  136  130  117  

４年生 123  124  127  124  115  

５年生  23   23   23   23   21  

６年生   4    5    5    5    4  

計 800  774  741  718  646  

②確保方策  660    660  660  660  660  

②－① △140 △114 △81 △58  14 

 

【量の見込み】 

直近の利用実績を踏まえ、令和７年度の計画値は、低学年６５０人、高学年１５０人の計  

８００人と設定し、令和８年度以降はそれを基に小学生の推計人口に按分した計画値設定と

しました。 

 

【確保方策】 

現在の利用定員総数は６６０人であるため、令和７年度から１０年度については定員超の状

態となりますが、受け入れは可能です。また、例年、利用者数は年度初めから年度末に向かっ

て減少する傾向にあり、令和５年度実績では、年度初めの７７５人が年度末には５９８人と、 

１７７人（22.8％）の減少となっており、今後もこの傾向は継続するものと予想されることか

ら、定員数の見直しは行わないこととします。 
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難

になった場合に、児童福祉施設等において一定期間養育・保護を行う事業です。 

 

【現状】 

２歳未満児は福岡乳児院（福岡市博多区）、２歳以上児は若葉荘（久山町）に委託して実施し

ています。利用実績は、令和４年度１９人日、令和５年度３人日となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                       （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 24 24 24 24 24 

②確保方策 24 24 24 24 24 

②－①  0  0  0  0  0 

 

【量の見込み】 

近年の利用実績を踏まえ、月に２人利用すると仮定して、年間２４人日と設定しました。 

 

【確保方策】 

現在は今の委託先で対応できていますが、様々な保護者のニーズに対応できるよう、新た

な委託先を検討します。 
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（４）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児のいる子育て中の親子に対する交流の場を設けて、子育てについての相談、情報

の提供、その他必要な支援を行う事業です。 

 

【現状】 

総合福祉施設シーメイト１階の志免町子育て支援センターで、親子の交流やつどいの場の

提供、子育てに関する相談や情報の提供等の総合的な子育て支援を実施しています。令和５

年度の月あたり利用実績は８７２人日となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                       （単位：人日／月） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込  727  759  761   754   745  

②確保方策 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 

②－①  279  247   245  252  261 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査結果と近年の実績を踏まえ、各年度の量の見込みを設定しました。 

 

【確保方策】 

現状どおり、志免町子育て支援センターで対応できる見込みです。 



第５章 子ども･子育て支援事業計画 

 

 

- 67 - 

 

（５）一時預かり事業（幼稚園、認定こども園における在園児対象型） 

幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援するために、希望のあ

った在園児を対象として、幼稚園、認定こども園の教育時間の終了後に引き続き預かる事

業です。 

 

【現状】 

町内の幼稚園、認定こども園（教育部分）の１号認定、２号認定を対象に実施しています。令

和５年度の利用実績は、１号認定分１１，１３３人日、２号認定分１９，７０５人日となっていま

す。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量

の

見

込 

１号認定分 11,200 10,189 9,670 9,233 9,616 

２号認定分 19,700 18,151 17,265 16,158 17,044 

合計（①） 30,900 28,340 26,935 25,391 26,660 

②確保方策 30,900 28,340 26,935 25,391 26,660 

②－①    0    0    0    0    0 

 

【量の見込み】 

令和７年度の量の見込みは、令和５年度実績を踏まえて設定し、令和８年度以降は幼稚園、

認定こども園（教育部分）の１号認定、２号認定の児童数と連動させる形で見込みました。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（６）一時預かり事業（在園児対象型以外） 

家庭での保育が一時的に困難になった児童について、保育所等の施設において預かり

を行う事業です。 

 

【現状】 

町内の認定こども園、保育所１１施設のうち２施設で実施していますが、令和７年度からは

３施設に増える予定です。令和５年度の利用実績は８４９人日／年でしたが、令和６年度の利

用実績は１，５００人日／年程度となる見込みです。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400 

②確保方策  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 

②－①  3,600  3,600  3,600  3,600  3,600 

 

【量の見込み】 

令和７年度以降の量の見込みは、令和６年度の利用状況と実施施設が１施設増えることを

踏まえ、毎年度２，４００人日と設定しました。 

 

【確保方策】 

３施設の体制で対応できる見込みです。 



第５章 子ども･子育て支援事業計画 

 

 

- 69 - 

 

（７）病児保育事業 

児童が病気となった場合に、病院・診療所・保育所等に付設された専用スペース等にお

いて、看護師等が一時的に預かる事業です。 

 

【現状】 

宇美町のおかべ小児科クリニックに委託して病児保育を実施しています。令和５年度の利

用実績は、０～５歳：６６人日、６～１１歳：１３人日の計７９人日となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込  80  80  80  80  80 

②確保方策 192 192 192 192 192 

②－① 112 112 112 112 112 

 

【量の見込み】 

令和５年度の利用実績程度を見込み、毎年度８０人日としました。 

 

【確保方策】 

現在の受け入れ枠（年間１９２人日）で対応できる見込みです。 
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（８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児から小学生までの家庭の保護者と援助を行いたい人との相互活動を支援する会

員制事業です。 

 

【現状】 

ここでの事業は、ファミリー・サポート・センター事業のうち、小学生の放課後の預かりを対

象としたものです。令和５年度の利用実績は、６～８歳：２５０人日、９～１１歳：１６６人日とな

っています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 420 420 420 420 420 

②確保方策 420 420 420 420 420 

②－①  0  0  0  0  0 

 

【量の見込み】 

令和５年度の利用実績を踏まえ、毎年度４２０人日と設定しました。 

ニーズ調査の結果からは、ニーズは認められませんでした。 

 

【確保方策】 

現状で対応可能です。 
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（９）利用者支援事業 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福

祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要

な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う事業で

す。 

 

【現状】 

本町では、志免町子育て支援センターにおいて、子育て家庭等から日常的に相談を受け、

個別のニーズ等を把握するとともに、子育て支援に関する情報の提供、子育て支援事業や保

育所等の利用にあたっての助言・支援を行っています（基本型）。 

また、志免町こども家庭センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援につ

いて、切れ目のない相談・支援を実施するためのワンストップ拠点とし、子育て支援の情報提

供や相談対応等を行っています（こども家庭センター型）。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：か所） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭 

センター型 
1 1 1 1 1 

計 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

【量の見込み】 

現状どおり、子育て支援センターとこども家庭センターで実施していきます。 

 

【提供体制】 

現状どおり、子育てに関する情報提供や相談対応等を実施していきます。 
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（１０）妊婦健康診査 

妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図るため、町が妊

婦健康診査に係る費用を一部負担することで、安心して妊娠・出産ができる体制を確保す

ることを目的とする事業です。 

 

【現状】 

母子健康手帳交付時に 14 回分の妊婦健康診査受診票を発行しています。 

令和５年度の実績は、のべ対象者数（妊娠届出数×１人あたり受診票交付枚数）５，０４０人

に対し、のべ受診者数４，２８６人、受診率８５％となっています。 

 

「量の見込み」                                     （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込  5,012  4,970  4,914  4,830  4,774 

 

【量の見込み】 

計画期間中に推定される出生数に、１人あたりの最大健診回数１４回を乗じて量を見込み

ました。 

 

【提供体制】 

現状どおり、母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査受診票を併せて交付します。 
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（１１）乳児家庭全戸訪問事業 

すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児

及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応

じ、助言その他の援助を行う事業です。 

 

【現状】 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関す

る情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が

必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげています。 

令和５年度の訪問実績は３５１人となっています。 

 

「量の見込み」                                     （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込  358  355  351  345  341 

 

【量の見込み】 

計画期間中の０歳児人口の推計値をもとに量を見込みました。 

 

【提供体制】 

現状どおり、保健師・助産師による全対象家庭の訪問を行います。 
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（１２）妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援） 

令和６年の児童福祉法改正に伴い新設された事業で、主に妊婦・その配偶者等に対して

面談等により情報提供や相談等を行う伴走型相談支援事業です。 

安心して出産・子育てができるよう、出産・育児の見通しを一緒に立てるため、妊娠届出

時、妊娠８か月頃（希望者等）、出産後に面談を行います。 

 

「量の見込み」                                    （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込  733  727  719 707 699 

 

【量の見込み】 

計画期間中の０歳児人口の推計値に面談回数２回を乗じ、面談希望者等を加算して見込み

ました。 

 

【提供体制】 

出産・育児の見通しを一緒に立てるため、こども家庭センターの保健師・助産師が、妊娠届

出時、妊娠８か月頃（希望者等）、出産後に面談を行います。 
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（１３）産後ケア事業 

令和６年のこども・子育て支援法改正に伴い地域こども・子育て支援事業に位置付けら

れた事業で、産後１年未満の母子に対して、助産師等の専門職が心身のケアや育児のサポ

ート等を行い、産後も安心して子育てができるように支援する事業です。 

 

【現状】 

令和５年９月から産婦人科、助産師等の専門職に委託し、宿泊型・通所型・訪問型の産後ケ

アサービスの提供を開始しました。令和５年度の実績は、７２人回となっています。 

 

「量の見込み」                                    （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込  145  145  145  145  145 

 

【量の見込み】 

令和７年度以降の量の見込みは、令和５年度の利用実績を踏まえて設定しました。 

 

【提供体制】 

現状どおり、産婦人科・助産師等の専門職と連携し、宿泊型・通所型・訪問型サービスを提

供し、１歳未満の母子が安心して子育てできるよう支援します。 
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（１４）養育支援訪問事業 

支援が特に必要な家庭を継続的に訪問し、保護者に対して相談支援や育児援助などを

行う事業です（ただし、これまでの育児・家事援助は、令和４年児童福祉法改正により新設

された子育て世帯訪問支援事業に移行しました。）。 

 

【現状】 

乳児家庭訪問事業や関係機関からの情報等により把握した、養育を支援することが必要と

認められる家庭に、保健師・助産師が訪問し、安定した養育ができるよう相談や助言等継続

的な支援を行っています。 

令和５年度の実績は、９２人日となっています。 

 

「量の見込み」                                    （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 100 100 100 100 100 

 

【量の見込み】 

前計画期間中の実績を踏まえ、計画期間中の推計児童人口を勘案しながら、量の見込みを

設定しました。 

 

【提供体制】 

乳幼児家庭全戸訪問事業の訪問結果や関係機関からの情報提供等に基づき、育児ストレ

ス、産後うつ等の問題により子育てに対して不安を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が

必要となっている家庭に対して、保健師・助産師が継続的に訪問を行い、育児相談・指導や情

報提供等を行います。 
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（１５）子育て世帯訪問支援事業（訪問による生活の支援） 

令和４年の児童福祉法改正に伴い新設された事業で、家事・子育て等に対して不安や負

担を抱える子育て家庭や、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪

問し、家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言、母子保

健施策・子育て支援施策等に関する情報提供等を行う事業です。 

 

【現状】 

令和４年の児童福祉法改正前の養育支援訪問事業（育児・家事援助）の対象を拡大し、子育

て世帯の支援を行います。 

令和５年度の育児・家事援助の利用実績は、０人日となっています。 

 

「量の見込み」                                    （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込  36 36 36 36 36 

 

【量の見込み】 

旧事業、養育支援訪問事業（育児・家事援助）における過去の実績と、対象が拡大されたこ

とを踏まえ、量の見込みを設定しました。 

 

【提供体制】 

現在の委託先で対応できます。 
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（１６）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

こどものための教育・保育給付を受けていない（保育所、幼稚園、認定こども園、企業主

導型保育事業所に通っていない）０歳６か月から満３歳未満のこどもに適切な遊び及び生

活の場を与えるとともに、こども及び保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため

の面談並びに保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事

業です。 

令和７年度はこども・子育て支援法の地域こども・子育て支援事業の一つである乳児等

通園支援事業として実施され、令和８年度からはこども・子育て支援法に基づく新たな給

付（乳児等のための支援給付）として本格実施されます。 

 

「量の見込み」                                  

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用人数

（人） 
0 279 285 276 266 

量の見込 

（時間/月） 
0 2,790 2,850 2,760 2,660 

 

【量の見込み】 

利用人数は、未就園児童数の推計値、量の見込みは利用人数に１人あたり利用時間月１０

時間を乗じて見込みました。 

 

【提供体制】 

令和８年度からの本格実施に向けて提供体制の確保を図ります。 
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１ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 

 

こどもや若者、子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよう、

必要な情報をわかりやすく提供するとともに、全ての人がこどもや若者の意見に耳を傾け、

こどもや子育て中の方々を応援するといった社会全体の意識改革を図ります。 

また、地域や企業におけるこども・子育てを応援する意識の啓発や妊産婦や乳幼児を連

れた家庭への配慮に関する町民の理解・協力の促進など、様々な取り組みを通じてこども

や子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していきます。 

 
 

２ 計画の推進体制 

 

本計画の推進にあたっては、全てのこどもとその保護者に適切な子育て環境が等しく確

保されるよう、庁内連携はもとより、国・県をはじめとする庁外の各関係機関と連携し、地

域社会全体で総合的かつ計画的に施策を実施していくこととします。 

また、本計画の推進にあたっては、実際に子育てをされている家庭、その家庭を支援する

地域や事業者についても、共にその役割を担っていただき、地域のみんなでこどもと子育

てを見守り支えることによって、「全てのこどもが希望をもって自分らしく笑顔で暮らせる

まち」の実現を図ります。 

 
 

３ 計画の進捗管理 

 

本計画については、子育て支援課が中心となって、毎年進捗状況を把握・点検し、「志免

町子ども・子育て支援事業計画策定審議会」において、その内容の報告を行います。 

また、計画の進捗状況については、町ホームページ等で公表を行い、町民への周知を図る

とともに、こどもや若者の意見公募の機会を設けます。 
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１ 志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会条例 

改正 平成25年６月18日志免町条例第19号 

改正 令和５年３月１６日条例第８号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第72条第１項の

規定に基づき、志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、法第72条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 地域において子育ての支援を行う者 

(４) 一般公募による町民 

(５) その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 審議会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないと

きは、町長が行う。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 
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（委員以外の者の出席） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席若しくは資料の

提出を求め、又は意見若しくは説明を聴くことができる。 

（部会） 

第８条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、子育て支援課において処理する。 

（秘密の保持） 

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月16日条例第８号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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２ 志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会委員名簿 

 

 

区  分 所  属 氏  名 役  職

1 識見を有する者 倉富　史枝 ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所理事

2 識見を有する者 田原　直美
西南子どもプラザ長
西南学院大学　人間科学部心理学科　教授

3 私立幼稚園代表 山崎　誠 志免幼稚園　園長

4
認可保育園代表
（町立・私立）

吉村　幸也 社会福祉法人　希翔会　理事長

5 届出保育施設代表 山本　健太郎 のびのび保育園

町内校長研修会 阿部　美樹
志免西小学校　校長
（令和5年10月1日～令和6年3月31日）

町内校長研修会 刀坂　順子
志免中央小学校　校長
（令和6年4月1日～）

7
ＮＰＯ法人
（子どもの居場所運営）

百田　英子 ＮＰＯ法人スペース de GUN2 理事長

8
志免町民生委員・児童委員
連絡協議会

門谷　功 主任児童委員

9 子育てサークル 山崎　冬花
志免子育て支援コミュニティ
おおきな木

10 志免町社会福祉協議会 三宮　禎也 地域福祉係

11 福岡県自立相談支援事務所 広瀬　美千代
糟屋子ども支援オフィス
コーディネーター

12 志免町地域子ども教室 助村　千代子 コーディネーター

13 公募委員 白川　香里  

その他町長が必要と
認める者

任期：令和5年10月1日～令和7年9月30日（2年間）

識見を有する者

子ども・子育て支援
に関する事業に従事
する者

地域において子育て
の支援を行う者

6
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１ 志免町子どもの権利条例 

改正平成18年12月20日志免町条例第45号 

前文 

子どもは、一人の人間であり、かけがえのない大切な存在です。子どもには、人間として生

きていくための当然の権利があります。子どもは、その権利が保障され、健やかに成長してい

くことができます。 

子どもは、自分の意見を自由に言うことができ、大人は子どもの意見を尊重します。 

子どもは、安心して助けてと言うことができ、大人は子どもを守ります。 

子どもは、自分の権利について学び、気づき、身につけていくなかで、他の人の権利を大切

にし、お互いに権利を尊重し合うことができます。 

子どもは、大人と共に志免町をつくっていく仲間です。子どもが幸せな町は大人にとっても

幸せな町です。子どもは、社会の一員として重んじられ、それぞれの役割を果たしていけるよ

うに支援されます。 

子どもは、平和と豊かな環境のなかで、健やかに成長していくことができます。子どもは、

世界中の子どもたちのことについて考え、自分たちのできることをしていけるように支援さ

れます。 

私たちは、このような町づくりをめざして、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号

通称子どもの権利条約）の理念に基づき、志免町が子どもの権利を尊重する町であることを

明らかにし、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、町民に幅広く子どもの権利を普及させ、子どもの権利を守り、成長を支

援するしくみなどについて定めることにより、子どもの最善の利益を第一に考えながら、子

どもの権利の保障を図ることを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の人をいいます。 

２ この条例において「子ども施設」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する

児童福祉施設、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校、その他の子どもが利

用する施設をいいます。 

（責務） 

第３条 町は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその権利の保障に努めます。 

２ 親などの保護者（以下「親」といいます。）は、その養育する子どもの権利の保障に努める

第一義的な責任者であることを認識し、その養育する子どもの権利の保障に努めます。 
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３ 子ども施設の設置者、管理者、職員（以下「子ども施設関係者」といいます。）は、子ども施

設において子どもの権利の保障に努めます。 

４ 町民は、子どもにかかわる場や機会において、子どもの権利の保障に努めます。 

５ 町、親、子ども施設関係者、町民は、お互いに連携して子どもの権利の保障に努めます。 

６ 町は、国、他の地方公共団体などと協力し、町の内外において子どもの権利が保障される

よう努めます。 

７ 町、親、子ども施設関係者、町民は、子どもが一人の人間として自分らしく健やかに成長し

ていくことができるよう支援します。 

（子どもの権利の普及） 

第４条 町は、子どもの権利に対する町民の理解を深めるため、さまざまな方法を通じてその

普及に努めます。 

２ 町は、家庭、子ども施設、地域において、子どもの権利についての教育や学習が行われる

よう支援します。 

３ 町は、子ども自身による子どもの権利についての自主的な学習を支援します。 

（子どもの権利の日） 

第５条 子どもの権利についての関心や理解を深めるために、「しめまち子どもの権利の日」

を設けます。 

２ 「しめまち子どもの権利の日」は、11月20日とします。 

３ 町は、「しめまち子どもの権利の日」の趣旨にふさわしい事業を行います。 

 

第２章 人間として大切な子どもの権利 

（子どもの大切な権利） 

第６条 この章に規定する権利は、子どもにとって、自分らしく育ち、学び、成長にふさわしい

生活をしていく上で特に大切なものとして保障されます。 

（安心して生きる権利） 

第７条 子どもは、安心して生きることができます。そのために、主として次に掲げる権利が

保障されます。 

(１) 命が守られ、尊重されること。 

(２) 暴力を受けず、又は放置されないこと。 

(３) 差別を受けないこと。 

(４) 愛情と理解をもってはぐくまれること。 

(５) 健康に配慮され、適切な医療が提供されること。 

(６) 平和と安全な環境の中で生活ができること。 

（自分らしく生きる権利） 

第８条 子どもは、人格が尊重され、自分らしく生きることができます。そのために、主として

次に掲げる権利が保障されます。 
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(１) 個性や他の者との違いが認められ、人格が尊重されること。 

(２) 自分の考えをもつこと。 

(３) 自分にとってふさわしいやりかたで学ぶこと。 

(４) プライバシーが侵されないこと。 

(５) 自分に関する情報が不当に収集され、又は利用されないこと。 

(６) 子どもであることにより、不当な取扱いを受けないこと。 

(７) 安心できる場所で自分を休ませ、余暇を持つこと。 

（意見表明や参加する権利） 

第９条 子どもは、自ら社会に参加することができます。そのために、主として次に掲げる権

利が保障されます。 

(１) 自己表現や意見の表明ができ、それが尊重されること。 

(２) 仲間をつくり、仲間と集うこと。 

(３) 社会に参画し、意見を生かされる機会があること。 

(４) 社会参加に際し、必要な支援が受けられること。 

（支援を受ける権利） 

第10条 子どもは、その置かれた状況に応じ、必要な保護や支援を受けることができます。 

 

第３章 家庭、子ども施設、地域における権利の保障 

（家庭における権利の保障） 

第11条 親は、子どもの権利の保障において家庭が果たす役割を認識し、子どもの権利を保

障します。 

２ 町は、親が、安心して子育てができ、その責任を果たせるよう支援します。 

３ 親は、虐待や体罰などの子どもの権利を侵害することをしてはいけません。 

４ 町は、権利を侵害された子どもの速やかな発見、適切な救済、回復、予防のために関係機

関や関係者と連携を図ります。 

（子ども施設における権利の保障） 

第12条 子ども施設関係者は、子どもの権利が保障されるなかで、子どもが主体的に育ち、

学ぶことができるよう支援します。 

２ 子ども施設の設置者や管理者は、その職員に対し子どもの権利を保障できるよう支援し

ます。 

３ 子ども施設関係者は、虐待、体罰などの子どもの権利を侵害することをしません。 

４ 子ども施設関係者は、いじめなどをなくすよう努めます。 

５ 子ども施設関係者は、虐待、体罰、いじめなどについての相談、救済、防止などのために関

係機関や関係者と連携を図ります。 

６ 子ども施設関係者は、関係機関や関係者と連携を図りながら、不登校などについて必要

な支援をします。 
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７ 子ども施設関係者は、育ちや学びに関する情報の開示に努めるとともに、説明責任を果た

します。 

（地域における権利の保障） 

第13条 町民は、地域において、子どもの権利が保障され、子どもが健やかに成長していく

ことができるよう努めます。 

２ 町は、子どもの成長にかかわる町民の活動を支援し、連携を図ります。 

３ 町民は、地域において、子どもが安心して休み、遊び、学び、人間関係を作り合うことがで

きるような居場所を確保、充実し、これらの活動を支援するよう努めます。 

 

第４章 子どもにやさしい町づくりの推進 

（意見表明や参加の促進） 

第14条 町、親、子ども施設関係者及び町民は、子どもが家庭、子ども施設及び地域におい

て、意見を表明し、参加することを尊重し、支援します。 

２ 町は、子どもが町づくり、町政などに意見を表明し、参加できるような場や機会を提供す

るよう努め、提出された意見などを尊重します。 

３ 子ども施設関係者は、子どもの意見表明や参加を進めるために、子どもの自主的で主体

的な活動を奨励し、支援します。子ども施設の設置者や管理者は、子どもの意見表明や参

加を進めるために、子ども、親、職員その他の関係者が参加し意見を述べ合う場や機会の

提供をします。 

（子どもの居場所） 

第15条 子どもには、ありのままの自分でいること、休息して自分を取り戻すこと、自由に遊

び活動すること、安心して人間関係をつくり合うことができる居場所が必要です。町は、居

場所についての考え方の普及、居場所の確保と充実に努めます。 

２ 町は、居場所の提供などの自主的な活動を行う町民及び関係団体との連携を図り、その

支援に努めます。 

（施策の推進） 

第16条 町は、この条例に定める子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るために行動計画を作成し、推進します。 

２ 町は、前項の行動計画の進捗状況を第24条に定める子どもの権利委員会に報告します。 

 

第５章 子どもの権利救済 

（権利侵害に関する相談及び救済） 

第17条 町は、子どもの権利の侵害に関する相談・救済機関を設置します。 

２ 子ども、親、子ども施設関係者及び町民は、相談・救済機関に対して、子どもの権利の侵害

について相談し、権利の侵害からの救済を求めることができます。 
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（子どもの権利救済委員） 

第18条 子どもの権利侵害に対して、その子どもの速やかで適切な救済を図り、回復を支援

するために、志免町子どもの権利救済委員（以下「救済委員」といいます。）を設けます。 

２ 救済委員は、３人とします。 

３ 救済委員は、子どもの権利に理解や豊かな経験がある人のうちから、町長が議会の同意

を得て選任します。 

４ 救済委員の任期は、３年とします。ただし、再任を妨げるものではありません。 

５ 救済委員の活動を補助するため、子どもの権利相談員を置きます。 

６ 町長は、救済委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合、職務上

の義務違反その他救済委員としてふさわしくない行いがあると認める場合は、議会の同意

を得て、解任することができます。 

（救済委員の職務） 

第19条 救済委員は、次のことをします。 

(１) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの救済や回復のために、助言や支

援をすること。 

(２) 子どもの権利侵害にかかわる救済の申立てを受けて、また、必要があるときには自ら

の判断で、その子どもの救済や回復に向けて調査、調整、勧告、是正要請をすること。 

(３) 前号の勧告、是正要請を受けてとられた措置の報告を求めること。 

２ 救済委員は、必要に応じ、前項第２号の勧告、是正要請、同項第３号の措置の報告を公表

することができます。 

３ 前２項の職務のうち、勧告、是正要請及び報告の公表をするに当たっては、救済委員は合

議をしなければなりません。 

４ 救済委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはいけません。その職を退いた後も

同様とします。 

（勧告などの尊重） 

第20条 前条第１項第２号の勧告、是正要請を受けたものは、これを尊重し、必要な措置をと

るよう努めます。 

（救済や回復のための連携） 

第21条 救済委員は、子どもの権利侵害について、子どもの救済や回復のために関係機関や

関係者と連携を図ります。 

（救済委員に対する支援や協力） 

第22条 町は、救済委員の独立性を尊重し、その活動を支援します。 

２ 親、子ども施設関係者、町民は、救済委員の活動に対して協力します。 

（報告） 

第23条 救済委員は、毎年その活動状況などを町長や議会に報告するとともに、広く町民に

も公表します。 
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第６章 検証 

（子どもの権利委員会） 

第24条 この条例に基づく施策の実施の状況を検証し、子どもの権利を保障するために、志

免町子どもの権利委員会（以下「権利委員会」といいます。）を設けます。 

２ 権利委員会は、10人以内の委員で組織します。 

３ 委員は、人権、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において識見を有する者や

町民のうちから町長が委嘱します。 

４ 委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、再任を

妨げるものではありません。 

（権利委員会の職務） 

第25条 権利委員会は、町長の諮問を受けて、また、必要があるときは自らの判断で、子ど

もの権利の状況、子どもに関する施策における子どもの権利保障の状況などについて調査

や審議をします。 

２ 権利委員会は、前項の審議に当たっては、町民から意見を求めることができます。 

（提言とその尊重） 

第26条 権利委員会は、調査や審議の結果を町に報告し、提言します。 

２ 町は、権利委員会からの提言を尊重し、必要な措置をとります。 

 

第７章 雑則 

（委任） 

第27条 この条例の施行に必要なことがらは、町長その他の執行機関が定めます。 

附 則 

この条例は、平成19年４月１日から施行します。 
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